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第１章 総則 

（約款の適用） 

第１条 株式会社ＮＴＴドコモ（以下、「当社」といいます。）は、この５Ｇサー

ビス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより５Ｇサービス（当

社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。）を提供します。 

（約款の変更） 

第２条 当社は、民法（明治29年法律第89号）第548条の４の規定に基づき、次の

いずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条

項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契

約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その

他の提供条件は、変更後の約款によります。 

(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 

(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の

内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法

施行規則」といいます。）第22条の２の３第２項第１号に該当する事項の変更を

行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法によ

り説明します。 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用  語 用  語  の  意  味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的

設備 

２ 電気通信サービ

ス 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ

の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 

３ モバイルマルチ

メディア通信網 

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式又はＯＦＤＭＡ方式により符号、音

響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備

（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設

備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ

れらの附属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ ５Ｇサービス モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通

信サービスであって、Ｘｉサービス（Ｘｉサービス契約

約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、

卸携帯電話サービス（卸携帯電話サービス契約約款に規

定するものをいいます。以下同じとします。）以外のも

の 

５ ５Ｇ契約 当社から５Ｇサービス（５Ｇhomeでんわ契約及び５Ｇ特

定接続契約を除きます。）の提供を受けるための契約 

６ ５Ｇ契約者 当社と５Ｇ契約を締結している者 
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７ 一般契約 ５Ｇ契約であって、定期契約（附則に規定するものをい

います。以下同じとします。）以外のもの 

８ 一般契約者 当社と一般契約を締結している者 

９ ５Ｇhomeでんわ

契約 

当社から５Ｇhomeでんわサービスの提供を受けるため

の契約 

10 ５Ｇhomeでんわ

契約者 

当社と５Ｇhomeでんわ契約を締結している者 

11 ５Ｇ特定接続契

約 

当社から５Ｇ特定接続の提供を受けるための契約 

12 ５Ｇ特定接続契

約者 

当社と５Ｇ特定接続契約を締結している者 

13 契約者 ５Ｇ契約者、５Ｇhomeでんわ契約者及び５Ｇ特定接続契

約者 

14 ５Ｇ等 ５Ｇ及び５Ｇhomeでんわ 

15 ５Ｇ契約等 ５Ｇ契約及び５Ｇhomeでんわ契約 

16 ５Ｇ契約者等 ５Ｇ契約者及び５Ｇhomeでんわ契約者 

17 ５Ｇサービス取

扱所 

(1) ５Ｇサービスに関する業務を行う当社の事業所（第

６条の２（一般契約の区分）に規定するコースＢに係

る一般契約に関する５Ｇサービスにおいては、当社が

定めるインターネットホームページ等に限ります。） 

(2) 当社の委託により５Ｇサービスに関する契約事務

（第６条の２に規定するコースＢに係る一般契約に

関する５Ｇサービスにおいては、当社が別に定めるも

のに限ります。）を行う者の事業所 

18 所属５Ｇサービ

ス取扱所 

その５Ｇサービスに関する契約事務を行う５Ｇサービ

ス取扱所（当社の事業所及び当社が指定する事業所に限

り、第６条の２に規定するコースＢに係る一般契約に関

する５Ｇサービスにおいては、当社が定めるインターネ

ットホームページ等に限ります。） 

19 移動無線装置 (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信

装置 

(2) 自動車その他の陸上（河川、湖沼及びわが国の沿岸

の海域を含みます。以下同じとします。）を移動する

ものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送
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受信装置 

20 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当

社の電気通信設備 

21 取扱所交換設備 ５Ｇサービス取扱所に設置される交換設備 

22 契約者回線 ５Ｇサービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と

契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定さ

れる電気通信回線 

23 ドコモＵＩＭカ

ード 

５Ｇサービスの提供のために契約者に貸与する契約者

識別番号その他の情報を記憶することができるカード

であって、ドコモｅＳＩＭカード以外のもの 

24 ドコモｅＳＩＭ

カード 

５Ｇサービスの提供のために５Ｇ契約者に貸与する契

約者識別番号その他の情報を記憶することができるカ

ードであって、契約者識別番号等の情報を当社が定める

手続きにより通信を利用して登録できるもの 

25 内蔵型ｅＳＩＭ ５Ｇサービスの提供のために５Ｇ契約者に付与する契

約者識別番号その他の情報を記憶することができる領

域 （ドコモｅＳＩＭカードを除きます。）であって、契

約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通

信を利用して登録できるもの 

26 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、

１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一

の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の

建物内であるもの 

27 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

28 自営電気通信設

備 

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86

号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受け

た者又は第16条第１項の届出をした者をいいます。以下

同じとします。）以外の者が設置する電気通信設備であ

って、端末設備以外のもの 

29 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協

定（事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当社

以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に

関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）に

基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

30 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 



５Ｇ － 8 

31 相互接続通信 相互接続点との間の通信 

32 契約者回線等 (1) モバイルマルチメディア通信網、電話網又はワイド

スター通信網を使用して行う当社の電気通信サービ

スに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置

する電気通信設備 

(2) 相互接続点 

33 他社契約者回線 (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の

電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無

線装置との間に設定される電気通信回線（協定事業者

が必要により設置する電気通信設備を含みます。） 

(2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその

協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指

定する場所との間において協定事業者により設置さ

れる電気通信回線（協定事業者が必要により設置する

電気通信設備を含みます。） 

34 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法

令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税

法（昭和25年法律第226号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される地方消費税の額 
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第２章 ５Ｇサービスの種類等 

（５Ｇサービスの種類） 

第４条 ５Ｇサービスには、次の種類があります。 
 

種  類 内         容 

５Ｇ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するドコモＵＩＭカード若しくは

ドコモｅＳＩＭカード又は当社が付与する内蔵型ｅＳ

ＩＭ（以下「ドコモＵＩＭカード等」といいます。）を

装着したものに限ります。）との間に電気通信回線を設

定して提供する５Ｇサービスであって、５Ｇhomeでんわ

及び５Ｇ特定接続以外のもの 

５Ｇhomeでんわ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するドコモＵＩＭカードを装着し

たものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して

提供する５Ｇサービスであって、加入電話番号に係る通

信においては、当社が別に定める協定事業者（ＮＴＴド

コモビジネス株式会社に限ります。）の電気通信設備の

相互接続点との間の通信に限り提供するもの 

５Ｇ特定接続 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するドコモＵＩＭカード等又は特

定接続事業者が貸与する契約者識別番号その他の情報

を記憶することができるＵＩＭカードを装着したもの

に限ります。）との間に電気通信回線を設定して提供す

る５Ｇサービスであって、契約の申込者が指定する１の

協定事業者（当社の電気通信事業法第34条第２項に基づ

く第２種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する

仮想携帯電話事業者に限ります。）の相互接続点との間

の通信に限り提供するもの 

 

（営業区域） 

第５条 ５Ｇサービスの営業区域は、別表１に定めるところによります。 

 ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、５Ｇ

サービスを利用することができない場合があります。 
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第３章 ５Ｇ契約 

第１節 契約の種別 

第６条 削 除 

（一般契約の区分） 

第６条の２ 一般契約には、次の区分があります。 
 

区  分 内      容 

コースＡ コースＢ以外のもの 

コースＢ その一般契約に係る基本使用料の料金種別が当社が別

に定めるものであるもの 

 
第２節 一般契約 

（契約の単位） 

第７条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の一般契約を締結します。この

場合、一般契約者は、１の一般契約につき１人に限ります。 

（一般契約申込の方法） 

第８条 一般契約（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の

料金種別に関するもの及びコースＢに係るものを除きます。）の申込みをすると

きは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行う５Ｇサービス取扱所に提出し

ていただきます。 

２ 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記

載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

３ 一般契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の料

金種別に関するものに限ります。以下次項及び第５項において同じとします。）

の申込みをすることができる者は、その一般契約申込みのために新たにｄアカ

ウント（当社が別に定めるｄアカウント規約に規定するものをいいます。以下

同じとします。）又はビジネスｄアカウント（当社が別に定めるビジネスｄアカ

ウント規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）の発行を受けてい

ると当社が確認した者とします。 

４ 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行う

５Ｇサービス取扱所に提出していただきます。 

５ 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記

載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

６ 一般契約（コースＢに係るものに限ります。）の申込みをすることができる者

は、次の全てに該当する者とします。 

(1) 個人であって満18歳に達した者 

(2) ｄアカウントの発行を受けている者 

(3) ｄポイントクラブ会員番号（当社が別に定めるｄポイントクラブ会員規約

に規定するものをいいます。以下同じとします。）の割り当てを受けている者 

(4) オンライン発行ｄポイントカード番号（当社が別に定めるｄポイントクラ
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ブ特約に規定するものをいいます。以下同じとします。）の交付を受けている

者 

７ 一般契約（コースＢに係るものに限ります。）の申込みをするときは、当社所

定の契約申込書等を契約事務を行う所属５Ｇサービス取扱所に提出していただ

きます。 

８ 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記

載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

（一般契約申込の承諾） 

第９条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承

諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込み

を承諾しないことがあります。 

(1) 一般契約の申込みをした者が５Ｇサービスの料金その他の債務（この約款

に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第57

条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者（第57条に規定するも

のをいいます。）へ譲渡する債権を含みます。以下第15条、第23条の４及び第

68条において同じとします。）又は当社と契約を締結している若しくは締結し

ていた他の電気通信サービスの料金その他の債務（当該契約約款に規定する

料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、当該契約約款の

規定により当社が請求事業者へ譲渡する債権を含みます。以下第15条及び第

23条の４において同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあ

るとき。 

(2) 第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(3) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結している５Ｇサービスに係

る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超え

ることとなるとき。 

(4) 第８条（一般契約申込の方法）の規定により提示された書類に係る情報を、

当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、一般契約の申込みを

した者の同意がないとき。 

(5) 一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人

確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成17年法

律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。）第10条の規定に違

反して通話可能端末設備等（携帯電話不正利用防止法に規定するものをいい

ます。以下同じとします。）を貸与するおそれがある場合又は第79条（契約者

確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であ

って、その一般契約の申込みをした者と当社との間で締結している５Ｇサー

ビスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める

数を超えることとなるとき。 

(6) 一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違

反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 
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（契約者識別番号） 

第10条 ５Ｇの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号に

ついては、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありませ

ん。 

２ 一般契約者は、一般契約締結の際に、携帯電話番号ポータビリティ（電気通

信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者

を変更することをいいます。以下同じとします。）を希望するときは、その旨を

当社が定める方法により申し出ていただきます。 

 ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

に限ります。 

３ 当社は、第61条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容に

ついて事実に反することが判明したときは、５Ｇの契約者識別番号を変更する

ことがあります。 

４ 前項の規定により、５Ｇの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめ

そのことを一般契約者に通知します。 

（注１）一般契約に係る名義変更以前の一般契約者のいずれかが、第２項の規定

により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第３項の

規定が適用されます。 

（注２）当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る一般契約を締結する者は、

第２項に規定する申出を行うことができません。 

（請求による契約者識別番号の変更） 

第11条 一般契約者（コースＢを選択している者を除きます。以下この条におい

て同じとします。）は、迷惑通信（いたずら、いやがらせその他これに類する通

信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下

同じとします。）又は間違い通信（現に使用している契約者識別番号に対して、

反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。）で現に困

っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求

をすることができます。 

２ 一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、

所属５Ｇサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている一般契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その

請求を承諾します。 

４ 当社は、一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書

面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すも

のとします。 

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その一般契約者から第２項に規定する請求があった場合において、

その要請内容を参酌するものとします。 

（５Ｇの利用の一時中断） 

第12条 当社は、一般契約者から請求があったときは、５Ｇの利用の一時中断（そ

の契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにするこ

とをいい、電話番号保管（第13条（一般契約に係る電話番号保管）及び附則に

規定するものをいいます。以下同じとします。）を除きます。以下同じとします。）



５Ｇ － 13 

を行います。 

（一般契約に係る電話番号保管） 

第13条 当社は、一般契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基

本使用料の料金種別又はコースＢを選択している者を除きます。以下この条に

おいて同じとします。）から請求があったときは、当社が別に定める基本使用料

の料金種別に係る５Ｇの電話番号保管（その契約者識別番号を他に転用するこ

となく、請求があった日から一定期間、その５Ｇを一時的に利用できないよう

にすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

２ 当社が電話番号保管を行った期間（以下「電話番号保管期間」といいます。）

が６年を経過したときは、電話番号保管期間が６年を経過した日においてその

一般契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保

管期間が６年を経過する前にあらかじめそのことを一般契約者に通知します。 

３ 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む

暦月の翌暦月の初日から起算します。 

４ 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更

その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

５ 一般契約者は、電話番号保管期間は、電話番号保管を取りやめる請求又は契

約の解除に限り行うことができます。 

（一般契約の区分の変更） 

第13条の２ 一般契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使

用料の料金種別を選択している者を除きます。以下この条において同じとしま

す。）は、一般契約に係る区分の変更を請求することができます。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に

限ります。）を請求することができる一般契約者は、次の全てに該当する者とし

ます。 

(1) 個人であって満18歳に達した者 

(2) ｄアカウントの発行を受けている者 

(3) ｄポイントクラブ会員番号の割り当てを受けている者 

(4) オンライン発行ｄポイントカード番号の交付を受けている者 

（一般契約者の氏名等の変更の届出） 

第14条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等（当社又は

請求事業者（第57条（債権の譲渡等）に規定するものをいいます。）が発行する

５Ｇサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用

案内書をいいます。以下同じとします。）若しくは電子メール（インターネット・

メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以

下同じとします。）の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属５

Ｇサービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属５Ｇサービス取扱所に届出

がないときは、当社から一般契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏

名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電

子メールの送付先への電子メールの通知をもってその通知を行ったものとみな

します。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類

を提示していただくことがあります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３

回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、
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請求書等の通知を行いません。 

（一般契約に係る名義変更） 

第15条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更（氏名又は名称の変更に伴うも

のを除きます。以下同じとします。）を請求することができます。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般契約（コースＡに係るものであって、当社が

別に定める基本使用料の料金種別に関するものに限ります。）に係る名義変更の

請求は、新たにその一般契約者になろうとする者がその名義変更請求のために

新たにｄアカウント又はビジネスｄアカウントの発行を受けていると当社が確

認した場合に限り、行うことができます。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一般契約（コースＢに係るものに限ります。）に

係る名義変更の請求は、新たにその一般契約者になろうとする者が次の全てに

該当する場合に限り、行うことができます。 

(1) その一般契約に係る登録利用者（第75条（利用者登録）に規定するものを

いいます。）であって、満18歳に達した者 

(2) ｄアカウントの発行を受けている者 

(3) ｄポイントクラブ会員番号の割り当てを受けている者 

(4) オンライン発行ｄポイントカード番号の交付を受けている者 

４ 一般契約者は、前３項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連

署した当社所定の書面により所属５Ｇサービス取扱所に請求していただきます。 

５ 前項の場合において、名義変更により新たにその一般契約者になろうとする

者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただき

ます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

６ 当社は、第４項に規定する請求があったときは、次の場合を除いて、これを

承諾します。 

(1) 一般契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者が、５

Ｇサービスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結

していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は

怠るおそれがあるとき。 

(2) 一般契約に係る名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろうとする者が、

第54条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

(3) 一般契約に係る名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろうとする者が、

第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(4) 一般契約に係る名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろうとする者と

当社との間で締結している５Ｇサービスに係る契約及び他の電気通信サービ

スに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

(5) 前項の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元

機関へ通知する場合において、名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろ

うとする者の同意がないとき。 

(6) 名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろうとする者が、携帯電話不正

利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれが

ある場合又は第79条（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求め

を受けたことがある場合であって、その名義変更により新たにその５Ｇ契約

者になろうとする者と当社との間で締結している５Ｇサービスに係る契約及

び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることと

なるとき。 
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(7) 一般契約に係る名義変更により新たにその５Ｇ契約者になろうとする者が、

携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与

したと当社が認めたとき。 

(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

７ 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にその５Ｇ契約者とな

る者は、名義変更前の一般契約者が有していた一切の権利（預託金の返還を請

求する権利を除きます。）及び義務（第52条（相互接続通信に係る料金の取扱い）

の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求

することとなる料金を含みます。）を承継します。 

８ 前７項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続

等」といいます。）に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。 

(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又

は分割により営業を承継する法人（以下この条において「相続人等」といい

ます。）は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所

属５Ｇサービス取扱所に請求していただきます。 

(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。 

(3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したとき

も同様とします。 

(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の

１人を一般契約者として取り扱います。 

（一般契約者が行う一般契約の解除） 

第16条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらか

じめ所属５Ｇサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 

２ 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約

の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。 

３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話番号ポータビリテ

ィの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その

番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効としま

す。 

４ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「初期契約解除」

又は「確認措置」に基づき一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱

いは、当社が別に定めるところによります。 

（注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。 

（注２）当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る一般契約を締結する者は、

第２項に規定する申出を行うことができません。 

（注３）本条第４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ

トホームページに定めるところによります。 

（当社が行う一般契約の解除） 

第17条 当社は、第37条（利用停止）第１項の規定により５Ｇの利用を停止され

た一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除する

ことがあります。 

２ 当社は、一般契約者が第37条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、

その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、

前項の規定にかかわらず、５Ｇの利用停止をしないでその一般契約を解除する
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ことがあります。 

３ 当社は、一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認

めたときは、その一般契約を解除するものとします。 

４ 当社は、前３項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あ

らかじめ一般契約者にそのことを通知します。 

５ 当社は、第１項から第３項の規定によるほか、一般契約者又は第75条（利用

者登録）に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその

事実を確認した場合において、以後その一般契約に係る５Ｇが利用されないも

のと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除する

ものとします。 

第３節 削 除 

第18条 削 除 

第19条 削 除 

第20条 削 除 

第21条 削 除 

第22条 削 除 

第22条の２ 削 除 

第23条 削 除 
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第３章の２ ５Ｇhomeでんわ契約 

（契約の単位） 

第23条の２ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の５Ｇhomeでんわ契約を締

結します。この場合、５Ｇhomeでんわ契約者は、１の契約につき１人に限りま

す。 

（５Ｇhomeでんわ契約申込の方法） 

第23条の３ ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをすることができる者は、その５Ｇ

homeでんわ契約申込みのために新たにｄアカウント又はビジネスｄアカウント

の発行を受けていると当社が確認した者とします。 

２ ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等の契約

事務を行う５Ｇサービス取扱所に提出していただきます。 

３ 前項の場合において、５Ｇhomeでんわ契約の申込みをする者は、当社が契約

申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

（５Ｇhomeでんわ契約申込の承諾） 

第23条の４ 当社は、５Ｇhomeでんわ契約の申込みがあったときは、受け付けた

順序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その５Ｇhomeでんわ契

約の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者が５Ｇサービスの料金その他の債務

（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務を

いい、第57条（債権の譲渡等）の規定により、当社が請求事業者又は当社と

契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その

他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(2) 第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(3) ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者と当社との間で締結している５Ｇサ

ービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定め

る数を超えることとなるとき。 

(4) 第23条の３（５Ｇhomeでんわ契約申込の方法）の規定により提示された書

類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、５

Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者の同意がないとき。 

(5) ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条

の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがある場合又は第79

条（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがあ

る場合であって、その５Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者と当社との間で

締結している５Ｇサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約

の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

(6) ５Ｇhomeでんわ契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条

の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（契約者識別番号） 

第23条の５ ５Ｇhomeでんわ接続の契約者識別番号は当社が定めることとし、そ

の契約者識別番号については、５Ｇhomeでんわ契約者が継続的に利用できるこ
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とを保証するものではありません。 

２ 当社は、第61条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容に

ついて事実に反することが判明したときは、５Ｇの契約者識別番号を変更する

ことがあります。 

３ 前項の規定により、５Ｇの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめ

そのことを５Ｇhomeでんわ契約者に通知します。 

（加入電話番号） 

第23条の６ 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の加入電話番号を付与いた

します。加入電話の電話番号は、１の５Ｇhomeでんわ契約ごとに当社が定める

こととし、その加入電話番号については、５Ｇhomeでんわ契約者が継続的に利

用できることを保証するものではありません。 

２ ５Ｇhomeでんわ契約者は、５Ｇhomeでんわ契約締結の際に、番号ポータビリ

ティ（事業法第50条に規定するものをいいます。以下同じとします。）を希望す

るときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。 

 ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者に限ります。 

３ 当社は、第61条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容に

ついて事実に反することが判明したときは、５Ｇhomeでんわ契約に係る加入電

話番号を変更することがあります。 

４ 前項の規定により、５Ｇhomeでんわ契約に係る加入電話番号を変更する場合

には、あらかじめそのことを５Ｇhomeでんわ契約者に通知します。 

（注１）技術的に困難な場合等当社が別に定める場合は、第２項に規定する番号

ポータビリティの申出を行うことができません。 

（注２）５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更以前の５Ｇhomeでんわ契約者のいず

れかが、第２項の規定により申し出た内容について、事実に反することが判

明した場合も第３項の規定が適用されます。 

（請求による契約者識別番号等の変更） 

第23条の７ ５Ｇhomeでんわ契約者は、迷惑通信、犯罪目的通信（特殊詐欺（不

特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その

他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。）その他の犯罪行為に用

いられる通信であって、その通信の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあ

ると当社が認めるものをいいます。以下同じとします。）又は間違い通信で現に

困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号又は加入電

話番号の変更の請求をすることができます。 

２ ５Ｇhomeでんわ契約者は、前項の規定により契約者識別番号又は加入電話番

号の変更の請求をするときは、所属５Ｇサービス取扱所に対し、当社所定の書

面により請求していただきます。 

３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信、犯罪目的通信又

は間違い通信で現に困っている５Ｇhomeでんわ契約者からのものであると当社

が認めた場合に限り、その請求を承諾します。 

４ 当社は、５Ｇhomeでんわ契約者が契約者識別番号又は加入電話番号の変更の

請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場

合は、その承諾を取り消すものとします。 

（注）当社は、契約者識別番号又は加入電話番号の変更の取扱いについて警察機
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関から要請があったときは、その５Ｇhomeでんわ契約者から第２項に規定す

る請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。 

（５Ｇhomeでんわ契約者の氏名等の変更の届出） 

第23条の８ ５Ｇhomeでんわ契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求

書等若しくは電子メールの送付先に変更があったときは、そのことを速やかに

所属５Ｇサービス取扱所に届け出ていただきます。 

 ただし、その変更があったにもかかわらず、所属５Ｇサービス取扱所に届出

がないときは、当社から５Ｇhomeでんわ契約者に行う通知は、当社に届出を受

けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通

知、又は電子メールの送付先への電子メールの通知をもってその通知を行った

ものとみなします。 

２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類

を提示していただくことがあります。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３

回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、

請求書等の通知を行いません。 

４ 当社は、第１項に規定する住所若しくは居所の変更の届出において、電気通

信番号計画（令和元年総務省告示第６号）の規定による番号区画が変更になる

ことを確認したときは、５Ｇhomeでんわ契約に係る加入電話番号を変更するこ

とがあります。 

（５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更） 

第23条の９ ５Ｇhomeでんわ契約者は、新たにその５Ｇhomeでんわ契約者になろ

うとする者がその名義変更請求のために新たにｄアカウント又はビジネスｄア

カウントの発行を受けていると当社が確認した場合に限り、５Ｇhomeでんわ契

約に係る名義変更を請求することができます。 

２ ５Ｇhomeでんわ契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当

事者が連署した当社所定の書面により所属５Ｇサービス取扱所に請求していた

だきます。 

３ 前項の場合において、名義変更により新たにその新たにその５Ｇhomeでんわ

契約者になろうとする者がその名義変更請求のために新たにｄアカウント又は

ビジネスｄアカウントの発行を受けていると当社が確認した場合に限り、５Ｇ

homeでんわ契約者になろうとする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認す

るための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

４ 当社は、第２項に規定する請求があったときは、次の場合を除いて、これを

承諾します。 

(1) ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとす

る者が、５Ｇサービスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若

しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現

に怠り又は怠るおそれがあるとき。 

(2) ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契約

者になろうとする者が、第54条（預託金）に規定する預託金を預け入れない

とき。 

(3) ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契約

者になろうとする者が、第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反す
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るおそれがあるとき。 

(4) ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契約

者になろうとする者と当社との間で締結している５Ｇサービスに係る契約及

び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることと

なるとき。 

(5) 前項の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元

機関へ通知する場合において、名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契

約者になろうとする者の同意がないとき。 

(6) 名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契約者になろうとする者が、携

帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与す

るおそれがある場合又は第79条（契約者確認）に規定する当社が行う契約者

確認の求めを受けたことがある場合であって、その名義変更により新たにそ

の５Ｇhomeでんわ契約者になろうとする者と当社との間で締結している５Ｇ

サービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定

める数を超えることとなるとき。 

(7) ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更により新たにその５Ｇhomeでんわ契約

者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通

話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。 

(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

５ ５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にその５Ｇ

homeでんわ契約者となる者は、名義変更前の５Ｇhomeでんわ契約者が有してい

た一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます。）及び義務（第52条（相

互接続通信に係る料金の取扱い）の規定により協定事業者が定める相互接続通

信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。）を承継しま

す。 

６ 前５項の規定にかかわらず、相続等に伴う名義変更の取扱いについては、次

のとおりとします。 

(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又

は分割により営業を承継する法人（以下この条において「相続人等」といい

ます。）は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所

属５Ｇサービス取扱所に請求していただきます。 

(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。 

(3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したとき

も同様とします。 

(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の

１人を一般契約者として取り扱います。 

（５Ｇhomeでんわ契約者が行う５Ｇhomeでんわ契約の解除） 

第23条の10 ５Ｇhomeでんわ契約者は、５Ｇhomeでんわ契約を解除しようとする

ときは、そのことをあらかじめ所属５Ｇサービス取扱所に当社所定の書面によ

り通知していただきます。 

２ 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティ又は番号ポータビリティ

を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただき

ます。 

３ 当社は、前項の規定により携帯電話番号ポータビリティの申出があったとき

は、携帯電話番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。こ
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の場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過した

ときは、その番号を無効とします。 

４ 当社は、５Ｇhomeでんわ契約者が５Ｇサービスの料金その他の債務又は当社

と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その

他の債務の支払いを現に怠るときは、番号ポータビリティの申出を承諾しない

ことがあります。 

５ 第１項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「初期契約解除」

又は「確認措置」に基づき５Ｇhomeでんわ契約が解除されるときのその解除に

かかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。 

（注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。 

（注２）当社が別に定める５Ｇhomeでんわ契約者は、第２項に規定する番号ポー

タビリティの申出を行うことができません。 

（注３）本条第５項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネッ

トホームページに定めるところによります。 

（その他の提供条件） 

第23条の11 利用の一時中断及び当社が行う５Ｇhomeでんわ契約の解除について

は、５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料の

料金種別に関するものに限ります。）の場合に準ずるものとします。 
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第３章の３ ５Ｇ特定接続契約 

（契約の単位） 

第23条の12 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の５Ｇ特定接続契約を締結

します。この場合、５Ｇ特定接続契約者は、１の５Ｇ特定接続契約につき１人

に限ります。 

（５Ｇ特定接続契約申込の方法） 

第23条の13 ５Ｇ特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を

契約事務を行う所属５Ｇサービス取扱所に提出していただきます。この場合に

おいて、５Ｇ特定接続の申込みをする者は、通信を行うこととなる１の協定事

業者（当社が別に定める事業者に限ります。以下「特定接続事業者」といいま

す。）を指定し、当社に申し出ていただきます。 

２ 前項の場合において、５Ｇ特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申

込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありませ

ん。 

（５Ｇ特定接続契約申込の承諾） 

第23条の14 当社は、５Ｇ特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順

序に従って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申

込みの承諾を延期することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その５Ｇ特定接続契約

の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(2) 前条の規定により指定した特定接続事業者の承諾が得られないとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

（契約者識別番号） 

第23条の15 ５Ｇ特定接続の契約者識別番号は当社又は特定接続事業者が定める

こととし、その契約者識別番号については、５Ｇ特定接続契約者が継続的に利

用できることを保証するものではありません。 

２ ５Ｇ特定接続契約者（特定接続事業者から第38条（通信の種類）に規定する

通話モードに相当する通信を行うことができる電気通信サービスの提供を受け

ることを当社が確認した者に限ります。）は、５Ｇ特定接続契約締結の際に、携

帯電話番号ポータビリティを希望するときは、その旨を当社が定める方法によ

り申し出ていただきます。 

 ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を

締結していた者と同一の者（当社が別に定める基準に適合する者を含みます。）

に限ります。 

３ 当社は、第61条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容に

ついて事実に反することが判明したときは、５Ｇ特定接続の契約者識別番号を

変更することがあります。 

４ 当社は、前項の規定によるほか、契約者識別番号をＭ２Ｍ等専用番号へ変更

する場合があります。 

５ 前２項の規定により、５Ｇ特定接続の契約者識別番号を変更する場合には、

あらかじめそのことを５Ｇ特定接続契約者に通知します。 
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（請求による契約者識別番号の変更） 

第23条の16 ５Ｇ特定接続契約者（前条の規定により当社が契約者識別番号を定

めた５Ｇ特定接続契約に係る者に限ります。以下この条において同じとしま

す。）は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合に限り、前条の規定に

かかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。 

２ ５Ｇ特定接続契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をす

るときは、当社に対し、当社所定の書面により請求していただきます。 

３ 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている５Ｇ特定接続契約者からのものであると当社が認めた場合に限

り、その請求を承諾します。 

４ 当社は、５Ｇ特定接続契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社

所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取

り消すものとします。 

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その契約者から第２項に規定する請求があった場合において、その

要請内容を参酌するものとします。 

（５Ｇ特定接続の利用の一時中断） 

第23条の17 当社は、５Ｇ特定接続契約者（特定接続事業者から第38条（通信の

種類）に規定する通話モードに相当する通信を行うことができる電気通信サー

ビスの提供を受けていることを当社が確認した者に限ります。）から請求があっ

たときは、５Ｇ特定接続の利用の一時中断を行います。 

（５Ｇ特定接続契約者が行う５Ｇ特定接続契約の解除） 

第23条の18 ５Ｇ特定接続契約者は、５Ｇ特定接続契約を解除しようとするとき

は、そのことをあらかじめ所属５Ｇサービス取扱所に当社所定の方法により通

知していただきます。 

２ 前項の場合において、５Ｇ特定接続契約者（第23条の15（契約者識別番号）

の規定により当社が契約者識別番号を定めた５Ｇ特定接続契約に係る者であっ

て、特定接続事業者から第38条（通信の種類）に規定する通話モードに相当す

る通信を行うことができる電気通信サービスの提供を受けていることを当社が

確認した者に限ります。）は、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、

契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。 

３ 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話番号ポータビリテ

ィの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その

番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効としま

す。 

（注）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理してい

ただきます。 

（当社が行う５Ｇ特定接続契約の解除） 

第23条の19 当社は、第37条（利用停止）第１項の規定により５Ｇ特定接続の利

用を停止された５Ｇ特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そ

の５Ｇ特定接続契約を解除することがあります。 

２ 当社は、５Ｇ特定接続契約者が第37条第１項各号の規定のいずれかに該当す

る場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、５Ｇ特定接続の利用停止をしないでその

５Ｇ特定接続契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定によるほか、５Ｇ特定接続契約者が特定接続事業者の
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電気通信サービスの提供を受けるための契約を解除されたときは、その５Ｇ特

定接続契約を解除します。 
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第４章 付加機能 

（付加機能の提供） 

第24条 当社は、５Ｇ契約者等から請求があったときは、別表２（付加機能）に

規定する付加機能を提供します。この場合において、付加機能に係る料金その

他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

２ 別表２に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の

規定にかかわらず、５Ｇ契約者等から請求があったものとみなして取り扱いま

す。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は、５Ｇ契約（コースＡに係るものであっ

て、当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）の申込

み又は５Ｇ契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の際

に、別表２に規定する国際ローミング機能の請求があったものとみなして取り

扱います。 

 ただし、次の場合は、この限りではありません。 

(1) ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料

金種別に関するもの及びコースＢに係るものを除きます。）の申込みの際に国

際ローミング機能の請求を行わない旨の意思表示があったとき。 

(2) 国際ローミング機能の提供を受けている５Ｇに係る５Ｇ契約について、５

Ｇ契約に係る区分の変更を請求したとき。 

４ 当社は、付加機能を提供している５Ｇの電話番号保管があったときは、その

付加機能を廃止します。 

 ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りであり

ません。 

５ 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業

務の遂行上やむを得ない場合は、別表２に規定する各々の付加機能について、

一部を変更又は一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合におい

て、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、そ

の旨を契約者へ周知します。 

６ 当社は、前項の規定により付加機能の一部を変更又は付加機能の一部若しく

は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負

いません。 

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定めるものは、５Ｇ契約及び５Ｇhome

でんわ契約（当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものに限りま

す。）においては別表２（付加機能）に規定する迷惑電話おことわり機能、位

置情報通知機能及びdocomo Starlink Direct、５Ｇhomeでんわ契約（当社が

別に定める基本使用料の料金種別に関するものに限ります。）においては別表

２に規定する迷惑電話おことわり機能、通信中着信可能機能、着信転送機能、

発信者番号表示機能、番号通知お願いサービス、迷惑電話ストップ機能、位

置情報通知機能及びdocomo Starlink Directとします。 

（注２）本条第４項に規定する当社が別に定めるものは、別表２（付加機能）に

規定するspモード機能（料金表通則に規定するメールアドレス保管を行って

いる場合に限ります。）とします。 
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第５章 ドコモＵＩＭカード等の貸与等 

第１節 ドコモＵＩＭカード等の貸与等 

（ドコモＵＩＭカード等の貸与等） 

第25条 当社は、契約者（第23条の15（契約者識別番号）の規定により特定接続

事業者が契約者識別番号を定めた５Ｇ特定接続契約に係る者を除きます。）から

の請求によりドコモＵＩＭカード等を貸与又は付与します。この場合において、

貸与又は付与するドコモＵＩＭカード等の数は、１の５Ｇサービスに係る契約

につき１とします。 

２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸

与又は付与するドコモＵＩＭカード等を変更することがあります。この場合は、

あらかじめそのことを契約者に通知します。 

（契約者識別番号の登録等） 

第26条 当社は、次の場合には、ドコモＵＩＭカード等について契約者識別番号、

加入電話番号その他の情報の登録、変更又は消去（以下「契約者識別番号の登

録等」といいます。）を行います。 

(1) 当社が定める方法により５Ｇ契約者がドコモｅＳＩＭカード又は内蔵型ｅ

ＳＩＭ（以下「ドコモｅＳＩＭカード等」といいます。）への契約者識別番号

等の情報の登録に関する請求を行ったとき。 

(2) ドコモＵＩＭカード等を貸与又は付与するとき。 

(3) その他ドコモＵＩＭカード等の貸与又は付与を受けている契約者から契約

者識別番号の登録等を要する請求があったとき。 

２ 当社は、前項の規定によるほか、第10条（契約者識別番号）、第23条の５（契

約者識別番号）、第23条の15（契約者識別番号）若しくは第61条（修理又は復旧）

の規定により契約者識別番号を変更する場合又は第23条の６（加入電話番号）

の規定により加入電話番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行いま

す。 

（ドコモＵＩＭカード又はドコモｅＳＩＭカードの返還） 

第27条 ドコモＵＩＭカード又はドコモｅＳＩＭカードの貸与を受けている契約

者（５Ｇ契約に係る区分のうち、コースＢを選択している５Ｇ契約者を除きま

す。）は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのドコモＵＩＭカード

又はドコモｅＳＩＭカードを当社が指定する５Ｇサービス取扱所へ速やかに返

還していただきます。 

(1) その５Ｇサービスに係る契約の解除があったとき（当社が別に定めるとき

を除きます。）。 

(2) その他ドコモＵＩＭカード又はドコモｅＳＩＭカードを利用しなくなった

とき。 

第２節 自営端末設備の接続等 

（自営端末設備の接続） 

第28条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局

の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明

等に関する規則（昭和56年郵政省令第37号。以下「技術基準適合証明規則」と

いいます。）様式第７号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則（昭和25

年電波監理委員会規則第18号）に適合していることが確認できるもの及び当社

の５Ｇサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。）を接続

するときは、契約事務を行う５Ｇサービス取扱所にその接続の請求をしていた
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だきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平

成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第７

号又は様式第14号の表示等により当社が別表３の技術基準及び技術的条件に適

合していることが確認できる端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める

種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。）以外の

自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をして

いただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 

(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。 

(2) その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 

(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 

３ 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表

３の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。 

(1) 技術基準適合認定規則様式第７号又は第14号の表示等により当社が別表３

の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続

するとき。 

(2) 事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当するとき。 

４ 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

５ 前４項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により

外国の無線局（電波法第103条の５に規定するものをいいます。）の自営端末設

備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

(1) その自営端末設備が電波法第３章に定める技術基準に相当するものとして

総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できない

とき。 

(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信

事業者に接続することを認められたものでないとき。 

(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 

６ 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前５項の規定に準

じて取り扱います。 

（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

第29条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ

の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき

は、契約者に、その自営端末設備の接続が別表３の技術基準及び技術的条件又

は前条第5項第１号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けること

を求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他

事業法施行規則第32条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾し

ていただきます。 

２ 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

３ 第１項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件

に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者

回線から取りはずしていただきます。 

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） 

第30条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に

限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法（昭

和25年法律第131号）第72条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時
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に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、

無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 

２ 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受

けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾して

いただきます。 

３ 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認めら

れないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしてい

ただきます。 

（自営端末設備の電波法に基づく検査） 

第31条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受け

る場合の取扱いについては、前条第２項及び第３項の規定に準ずるものとしま

す。 
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第６章 自営電気通信設備の接続 

（自営電気通信設備の接続） 

第32条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無

線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合している

もの及び当社の５Ｇサービスの契約者回線に接続することができるものに限り

ます。）を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行う５Ｇサービス

取扱所にその接続の請求をしていただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾しま

す。 

(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。 

(2) その接続が別表３の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 

(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることに

ついて、総務大臣の認定を受けたとき。 

３ 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第１項で定

める場合に該当するときを除き、その接続が別表３の技術基準及び技術的条件

に適合するかどうかの検査を行います。 

４ 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

５ 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前４項の規定

に準じて取り扱います。 

（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 

第33条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他

電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第29条（自

営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

（自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い） 

第34条 自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）について、臨時に電波発

射の停止命令があった場合の取扱いについては、第30条（自営端末設備の電波

発射の停止命令があった場合の取扱い）の規定に準ずるものとします。 

（自営電気通信設備の電波法に基づく検査） 

第35条 自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）の電波法に基づく検査を

受ける場合の取扱いについては、第31条（自営端末設備の電波法に基づく検査）

の規定に準ずるものとします。 
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第７章 利用中止等 

（利用中止） 

第36条 当社は、次の場合には、５Ｇサービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第41条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。 

(3) 第10条（契約者識別番号）、第23条の５（契約者識別番号）、第23条の６（加

入電話番号）、第23条の15（契約者識別番号）又は第61条（修理又は復旧）の

規定により、契約者識別番号又は加入電話番号を変更するとき。 

２ 当社は、前項の規定により５Ｇサービスの利用を中止するときは、あらかじ

めそのことを契約者に通知します。 

 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

（利用停止） 

第37条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が

定める期間（５Ｇサービスに係る料金その他の債務（この約款の規定により、

支払いを要することとなった５Ｇサービスに係る料金又は工事費若しくは割増

金等の料金以外の債務をいい、第57条（債権の譲渡等）の規定により、当社が

請求事業者（第57条に規定するものをいいます。以下この条において同じとし

ます。）へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第56条、第57条、第75条、第

77条及び第87条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他

の債務が支払われるまでの間）、その５Ｇサービスの利用を停止することがあり

ます。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、５Ｇサービス取扱所（料金収納事務を行う当社の事業

所に限ります。）以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの

事実を確認できないとき、及び当社が請求事業者へ譲渡した債権について、

その請求事業者への支払いがないとき（請求事業者がその支払いの事実を確

認できないときを含みます。）を含みます。以下この条、第56条及び第88条に

おいて同じとします。）。 

(2) ５Ｇサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反す

る記載を行ったことが判明したとき。 

(3) 第14条（一般契約者の氏名等の変更の届出）又は第23条の８（５Ｇhomeで

んわ契約者の氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき並びにその規定に

より届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 

(4) ５Ｇ契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の５Ｇ

サービス又は５Ｇ契約者等が当社と契約を締結している若しくは締結してい

た他の電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該契約約款の規定に

より支払いを要することとなったものをいい、当該契約約款の規定により当

社が請求事業者へ譲渡した債権を含みます。）について、支払期日を経過して

もなお支払わないとき。 

(5) 第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。 

(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに

接続したとき。 

(7) 第29条（自営端末設備に異常がある場合等の検査）若しくは第33条（自営

電気通信設備に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受

けることを拒んだとき又はその検査の結果別表３の技術基準及び技術的条件

又は第28条（自営端末設備の接続）第５項第１号に定める技術基準に適合し
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ていると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線

から取りはずさなかったとき。 

(8) 第30条（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）、第31

条（自営端末設備の電波法に基づく検査）、第34条（自営電気通信設備の電波

発射の停止命令があった場合の取扱い）又は第35条（自営電気通信設備の電

波法に基づく検査）の規定に違反したとき。 

(9) 第54条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

(10) 第79条（契約者確認）の規定に違反したとき。 

(11) 警察機関が５Ｇサービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利

用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対し

てその契約者回線に係る５Ｇサービスの利用を停止する要請があったとき。 

２ 当社は、前項第１号から第９号又は第11号の規定により５Ｇサービスの利用

停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、

住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめそ

の理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 

 ただし、本条第１項第５号により利用停止を行う場合であって緊急やむを得

ないとき又は第70条第１項第16号の規定によるときは、この限りでありません。 

３ 当社は、第１項第10号の規定により５Ｇサービスの利用停止をするときは、

その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送

信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しく

は居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利

用停止をする日及び期間を５Ｇ契約者等に通知します。 
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第８章 通信 

第１節 通信の種類等 

（通信の種類等） 

第38条 通信には、次の種類があります。 

 ただし、５Ｇhomeでんわ及び５Ｇ特定接続に係る通信の種類は通話モード及

びデータ通信モードに限ります。 
 

種   類 内        容 

通話モード 音声その他の音響の伝送を行うためのもの 

データ通信モード パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの 

ショートメッセージ

通信モード 

制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送

（当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含

みます。）を行うためのもの 

ビデオ通信モード 通話モードによる通信と同時に、パケット交換方式によ

り、符号その他の影像の伝送を行うためのもの（当社が

定める地域で行うものに限ります。） 

 
２ ビデオ通信モードによる通信は、当社が定める地域に限り行うことができま

す。 

３ 前２項の規定によるほか、５Ｇ契約者等は、当社とエリアメールの送信に関

する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法によ

り制御信号を利用して受信することができます。 

４ 前項に規定する災害等の情報は、第12条（５Ｇの利用の一時中断) 、第13条

（一般契約に係る電話番号保管）、第23条の11（その他の提供条件）、第23条の

17（５Ｇ特定接続の利用の一時中断）又は第37条（利用停止）の規定にかかわ

らず、利用の一時中断をしている場合又は利用停止されている場合であっても

受信することができます。 

（注１）基本使用料の料金種別及び特定事業者との契約に応じて、利用できる通

信の種類は異なります。 

（注２）通信のふくそうの状況により、一定期間内においてその契約者回線から

行ったデータ通信モードによる通信に係るデータ量に応じてデータ通信モー

ドの通信の伝送速度が低下することがあります。 

（契約者回線との間の通信） 

第39条 ５Ｇサービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続され

ている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができま

す。 

 ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネ

ル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合

があります。 

（相互接続点との間の通信） 

第40条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた

通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介
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して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

２ 特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づ

き当社が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を

中止する措置をとることがあります。 

第２節 通信利用の制限 

（通信利用の制限） 

第41条 ５Ｇサービス、Ｘｉサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著し

くふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。

この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生

するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の

供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利

益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表５

（通信の優先的取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供している５Ｇ（当社

がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信

の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を

含みます。）をとることがあります。 

２ 前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表５に掲げ

る機関に提供している５Ｇに限り行うものとし、その取扱いを行う５Ｇの数は、

当社が定める方法により算定する数以内とします。 

３ 当社は、５Ｇ契約者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合の

ほか、次のいずれかに該当するときは、その５Ｇに係る通信の優先的取扱いを

廃止します。 

(1) 通信の優先的取扱いを受ける５Ｇ契約者が、別表５に掲げる機関に該当し

なくなったとき。 

(2) 通信の優先的取扱いを受ける５Ｇの利用状況が、著しく不適当であると当

社が判断したとき。 

４ 当社は、前３項の規定によるほか、電子メール（インターネット・メール・

プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下この条

において同じとします。）の受信に関して、次の措置をとることがあります。 

(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置 

(2) 多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電

子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた

場合において、その電子メールの受信を拒否する措置 

５ 当社は、前４項の規定によるほか、５Ｇサービスの通信に関して、次の措置

をとることがあります。 

(1)当社が電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあるソフト

ウェア又は通信プロトコルとして当社のインターネットホームページ上で定

めるものを利用して行う通信があったと当社が認めた場合において、その契

約者回線からの通信を制限し、又は中止する措置 

(2) 一定時間内に機械的又は連続的に大量又は多数の通信があり、それにより

電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が認めた

場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措

置 

(3) 一定期間内に機械的又は連続的に長時間の通信があり、それにより電気通

信サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が認めた場合に

おいて、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置 
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(4) セッションの設定が５Ｇサービスの一般的な利用と比較して著しく長時間

にわたって継続され、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生

じるおそれがあると当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信

の利用を制限し、又は中止する措置 

(5) 同一セッション内に機械的又は連続的に大量の通信があり、それにより電

気通信サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が認めた場

合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置 

(6) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制

限する措置 

(7) ５Ｇサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それに

より電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと当社が認める場合にお

いて、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置 

６ 当社は、前５項の規定によるほか、５Ｇサービスの通信に関して、次の措置

をとることがあります。 

(1) 窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により

取得された又は当社のケータイ補償お届けサービスご利用規約、ケータイ補

償サービスご利用規約若しくはケータイ補償サービスfor iPhone＆iPadご利

用規約（以下この条において「ケータイ補償お届けサービスご利用規約等」

といいます。）に規定する旧電話機（その端末設備の購入日から起算して当社

が定める期間内に、ケータイ補償お届けサービスご利用規約等の規定に基づ

き補償対象となったものに限ります。）であると判断し又は代金債務（端末設

備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、５Ｇサービス取扱所にお

ける端末設備の購入に係る債務をいいます。）の履行が為されていない又は履

行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営

端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続され

た契約者回線からの通信の利用を制限する措置 

(2) 一般契約（第８条（一般契約申込の方法）第３項に規定するものに限りま

す。）の申込み又は５Ｇhomeでんわ契約の申込み（第23条の３）を当社が承諾

した場合であって、その一般契約又は５Ｇhomeでんわ契約において５Ｇサー

ビスを利用するためのものとして当社が取扱所交換設備に登録した自営端末

設備以外の自営端末設備（移動無線装置にその一般契約に係るドコモＵＩＭ

カード等を装着したものに限ります。）又は自営電気通信設備（移動無線装置

にその一般契約に係るドコモＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）が、

契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備が

接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置（第８条（一般契約

申込の方法）第３項の規定により一般契約の申込みをし、その承諾を受けた

場合であって、その一般契約に係る者があらかじめ指定して当社が取扱所交

換設備に登録した自営端末設備以外の自営端末設備（その一般契約に係るド

コモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置に係るものとして契約者回線に

接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の

利用を制限する措置 

７ 当社は、前６項の規定によるほか、通信のふくそうが生じるおそれがある場

合において、５Ｇ（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料

の料金種別に関するものに限ります。）の通信に関して、その契約者回線からの

通信の利用を制限する措置をとることがあります。 

８ ５Ｇサービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、５Ｇサービ
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スの一部が利用できない場合があります。 

９ ５Ｇサービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第28条（自営端末設

備の接続）に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第28条（自営端

末設備の接続）第５項第１号に定める技術基準、別表３の技術基準及び技術的

条件又は事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その自営端

末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることが

あります。 

10 当社は、本条に規定する通信の制限又は中止のために必要となる通信に係る

情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。 

11 当社は、前10項の規定によるほか、５Ｇ契約者から、ショートメッセージ通

信モードによる文字メッセージの受信時において、当社が必要とする範囲で当

該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社又は当

社が別に定める者が判定したＵＲＬ又は電話番号が記述された当該文字メッセ

ージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなし

て取り扱います。この場合において、５Ｇ契約者は、当社が別に定める方法に

より、この取り扱いをしないようにすることができます。 

12 当社は、前項の規定によりフィッシング詐欺等の危険があると判定した文字

メッセージに係る情報を、第81条（サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知

等）第３項に規定する５Ｇ契約者の確認及び注意喚起に利用することがありま

す。 

（注）通話モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。以下「対象音

声通信」といいます。）は、通信のふくそう状況によって、対象音声通信以外

の通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。 

（通信の切断） 

第42条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断す

ることがあります。 

２ 当社は、前項の規定によるほか、対象音声通信について、その契約者回線か

らの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断すること

があります。 

（通信時間等の制限） 

第43条 前２条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうすると

きは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること

があります。 

第３節 通信時間等の測定 

（通信時間等の測定等） 

第44条 通話モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信でき

る状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボ

タンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻

（第42条（通信の切断）の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻

とします。）までの経過時間とし、当社の機器（相互接続通信の場合には協定事

業者の機器を含みます。以下同じとします。）により測定します。 

２ データ通信モードに係る課金対象データ（契約者回線との間において伝送さ

れるデータ（制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。）をいいます。

以下同じとします。）の情報量は、当社の機器により測定します。 

３ データ通信モードに係る課金対象データ量については、前項の規定により測

定した情報量を、１の契約ごとにそれぞれの１料金月（１の暦月の起算日（当
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社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の

前日までの間をいいます。以下同じとします。）における総情報量について、

1,024バイトまでごとに１の課金対象データとして算出します。 

４ ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定し

ます。 

５ ビデオ通信モードに係る課金対象データの情報量は、その通信をデータ通信

モードによる通信とみなして第２項及び第３項の規定を適用します。 
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第９章 料金 

第１節 料金及び工事費等 

（料金及び工事費等） 

第45条 当社が提供する５Ｇ等の料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、

契約解除料、手続きに関する料金、電話ユニバーサルサービス料、電話リレー

サービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料及び請求書等の発行等に

関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。 

２ 当社が提供する５Ｇ等の工事費は、料金表通則に規定する工事費とします。 

３ 第73条（国際アウトローミングの利用等）に規定する国際アウトローミング

の利用に係る料金は、国際アウトローミング利用料とし、料金表通則に定める

ところによります。 

４ 当社が提供する５Ｇ特定接続に係る料金は、特定接続事業者が定めることと

し、請求方法その他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その

特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。 

第２節 料金等の支払義務 

（基本使用料等の支払義務） 

第46条 ５Ｇ契約者等は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始し

た日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間（提供を開始した日

と解除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金

表通則に規定する基本使用料、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサ

ービス料の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算してその付加機能

の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同

一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表通則に規定する付加

機能使用料の支払いを要します。 

 ただし、別表２（付加機能）又は当社が別に定める提供条件書に別段の定め

がある場合は、その定めるところによります。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により５Ｇ等を利用することができ

ない状態が生じたときの基本使用料、電話ユニバーサルサービス料、電話リレ

ーサービス料及び付加機能使用料（以下「基本使用料等」といいます。）の支払

いは、次によります。 

(1) 利用の一時中断をしたときは、５Ｇ契約者等は、その期間中の基本使用料

等の支払いを要します。 

(2) 利用停止があったときは、５Ｇ契約者等は、その期間中の基本使用料等の

支払いを要します。 

(3) 前２号の規定によるほか、５Ｇ契約者等は、次の場合を除き、５Ｇ等を利

用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 
 

区     別 支払いを要しない料金 

１ ５Ｇ契約者等の責めによらない

理由により、その５Ｇ等を全く利用

できない状態（その契約に係る電気

通信設備による全ての通信に著し

い支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含

みます。）が生じた場合に、そのこ

そのことを当社が認知した時刻以後

の利用できなかった時間（24時間の倍

数である部分に限ります。）について、

24時間ごとに日数を計算し、その日数

に対応するその５Ｇ等についての料

金 
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とを当社が認知した時刻から起算

して、24時間以上その状態が連続し

たとき。 

２ ５Ｇの電話番号保管をしたとき。 電話番号保管をした日から起算し、再

び利用できる状態とした日の前日ま

での日数に対応するその５Ｇについ

ての基本使用料及び付加機能使用料 

 
３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、

その料金を返還します。 

（通信料の支払義務） 

第47条 ５Ｇ契約者等又は協定事業者は、次の通信について、第44条（通信時間

等の測定等）の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表通

則の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 

 ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提

供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定める

ところによります。 
 

区     別 支払いを要する者 

１ ２及び３以外の通信 

 契約者回線から行った通信（その

契約者回線の５Ｇ契約者等以外の

者が行った通信を含みます。以下こ

の表において同じとします。） 

 

その契約者回線の５Ｇ契約者等 

２ データ通信モードによる通信 

(1) 契約者回線から行った通信 

(2) 契約者回線へ着信した通信 

 

その契約者回線の５Ｇ契約者等 

その契約者回線の５Ｇ契約者等 

３ ビデオ通信モード 

(1) 契約者回線から行った通信 

(2) 契約者回線へ着信した通信 

 

その契約者回線の５Ｇ契約者 

その契約者回線の５Ｇ契約者 

 

２ 相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、

第３節（相互接続通信に係る料金の取扱い）に定めるところによります。 

３ ５Ｇ契約者等（相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じ

とします。）は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく

算定することができなかった場合は、料金表通則に定める方法により算定した

料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、５

Ｇ契約者等と協議し、その事情を参酌するものとします。 

（契約解除料の支払義務） 

第48条 ５Ｇ契約者等は、その５Ｇ契約等の解除があったときは、料金表通則に

規定する契約解除料の支払いを要します。 
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（手続きに関する料金の支払義務） 

第49条 ５Ｇ契約者等は、５Ｇ等に係る契約の申込み又は手続きを要する請求を

し、その承諾を受けたときは、料金表通則に規定する手続きに関する料金の支

払いを要します。 

 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったと

きは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているとき

は、当社は、その料金を返還します。 

（請求書等の発行等に関する料金の支払義務） 

第50条 ５Ｇ契約者等は、５Ｇ等の利用に係る請求書等の発行等を受けたときは、

料金表通則に規定する料金の支払いを要します。 

（工事費の支払義務） 

第51条 ５Ｇ契約者等は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料

金表通則に規定する工事費の支払いを要します。 

 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあっ

たときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われてい

るときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、５

Ｇ契約者等は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部

分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合におい

て、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額と

します。 

第３節 相互接続通信に係る料金の取扱い 

（相互接続通信に係る料金の取扱い） 

第52条 ５Ｇ契約者等又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社

又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金

の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求について

は、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについ

ては、相互接続協定に基づき別表６及び別表７に定めるところによります。 

 ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提

供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契

約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

３ 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の

協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。 

４ 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当

社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ

とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互

接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

５ ５Ｇ契約者等は、当社が他社相互接続通信（協定事業者の電気通信設備に係

る通信をいいます。以下同じとします。）により生じた協定事業者の債権を譲り

受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、５Ｇ契約

者等に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協

定事業者は５Ｇ契約者等への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものと

します。 
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第４節 料金の計算等 

（料金の計算等） 

第53条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。 

第５節 預託金 

（預託金） 

第54条 ５Ｇ契約等を締結しようとする者又は５Ｇ等に係る名義変更により新た

にその５Ｇ契約者等になろうとする者は、次の場合には、５Ｇ等の利用に先立

って（名義変更の場合はその承諾に先立って）預託金を預け入れていただくこ

とがあります。 

(1) ５Ｇ契約等の申込みの承諾を受けたとき。 

(2) ５Ｇ契約等に係る名義変更の承認を請求したとき。 

(3) 第37条（利用停止）第１項第１号若しくは第４号の規定による利用停止を

受けた後、その利用停止が解除されるとき。 

２ 預託金の額は、１契約当たり10万円以内で当社が別に定める額とします。 

３ 預託金については、無利息とします。 

４ 当社は、５Ｇ契約等の解除又は名義変更等預託金を預け入れた事由が解消し

た場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その５

Ｇ契約者等が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結して

いた他の５Ｇ契約等に基づき支払うべき額（第57条（債権の譲渡等）の規定に

より、当社が請求事業者（第57条に規定するものをいいます。）へ譲渡した債権

に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。）又は当社

と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、

個別信用購入あっせん契約（当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定する

ものをいいます。）若しくは割賦販売契約（当社の割賦販売契約約款に規定する

ものをいいます。）に基づき支払うべき額（当該契約約款の規定により、当社が

請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべ

き額を含みます。）があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返

還します。 

第６節 割増金及び延滞利息 

（割増金） 

第55条 ５Ｇ契約者等は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２

倍に相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相当

額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当

する額）を割増金として支払っていただきます。 

（延滞利息） 

第56条 ５Ｇ契約者等は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。以下、この

条において同じとします。）について支払期日を経過してもなお支払いがないと

きは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、当社が定め

るところにより最大年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っ

ていただきます。 

 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、こ

の限りでありません。 

２ 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている５Ｇ契約

等について、５Ｇ契約者等がその５Ｇ契約等に基づき支払うべき料金その他の
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債務がないときは、その５Ｇ契約等に係る延滞利息の支払い義務を適用しない

場合があります。 

第７節 債権の譲渡等 

（債権の譲渡等） 

第57条 ５Ｇ契約者等（当社が指定する５Ｇ契約者等を除きます。以下この条に

おいて同じとします。）は、当社が５Ｇサービスに係る料金その他の債務（この

約款の規定により、支払いを要することとなった５Ｇサービスに係る料金又は

工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。）に係る債権を、当社が

定める第三者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することをあらかじめ

承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、５Ｇ契約

者等への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

２ ５Ｇ契約者等は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場

合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者が５Ｇ契約

者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限り

ます。）並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第37

条（利用停止）の規定に基づきその５Ｇサービスの利用を停止しているときは

その内容等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、

当社が別に定めるものに限ります。）を当社が請求事業者へ提供する場合がある

ことにあらかじめ同意するものとします。 

３ ５Ｇ契約者等は、当社が第１項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に

係る情報（請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるもの

に限ります。）を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意

するものとします。 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める第三者は、第76条（プライバシー

ポリシー）に規定する「ＮＴＴドコモ プライバシーポリシー」に定めるとこ

ろによります。 
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第10章 保守 

（当社の維持責任） 

第58条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和

60年郵政省令第30号）に適合するよう維持します。 

（契約者の維持責任） 

第59条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表３に規定する技

術基準及び技術的条件又は第28条（自営端末設備の接続）第５項第１号に定め

る技術基準に適合するよう維持していただきます。 

２ 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備（移動無線装置に限ります。）

又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）を、無線設備規則に適合す

るよう維持していただきます。 

（契約者の切分責任） 

第60条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続され

ている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することが

できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のない

ことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、５Ｇサービ

ス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定

した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原

因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に

要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派

遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

（修理又は復旧） 

第61条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速

やかに修理し又は復旧するものとします。 

 ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができ

ないときは、第41条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところに

より優先的に修理し又は復旧します。 

３ 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識

別番号又は加入電話番号を変更することがあります。 
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第11章 損害賠償 

（責任の制限） 

第62条 当社は、５Ｇサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったときは、その５Ｇサービスが全く利用でき

ない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条にお

いて同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以

上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、５Ｇサービスが全く利用できない状態にある

ことを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数であ

る部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す

るその５Ｇサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に

限って賠償します。 

(1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、電話ユニバーサルサー

ビス料及び電話リレーサービス料として規定する料金 

(2) 料金表通則において通信料として規定する料金（５Ｇサービスを全く利用

できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１日当た

りの平均通信料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社

が別に定める方法により算出した額）により算出します。） 

３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通

則の規定に準じて取り扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失により５Ｇサービスの提供をしなかったときは、

前３項の規定は適用しません。 

（注）本条第２項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、

原則として、５Ｇサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握

できる期間における１日当たりの平均通信料とします。 

（免責） 

第63条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され

ている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失することがあ

ります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な

過失により生じたものであるときを除き、当社はその責任を負いません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造

又は変更（以下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場

合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 

 ただし、端末設備等接続の技術的条件の規定の変更（取扱所交換設備の変更

に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に契約者回線に

接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、

当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負

担します。 
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第12章 雑則 

（発信者番号通知等） 

第64条 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます。）に

ついては、その契約者識別番号又は加入電話番号（以下、この条において契約

者識別番号等といいます。）をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知しま

す。 

 ただし、発信者は、５Ｇ特定接続に係る通信を行う場合を除き、当社が別に

定める方法により契約者識別番号等を通知しないことができます。 

２ 契約者回線への通信（当社が別に定めるものに限ります。）であって、発信者

番号（発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。

以下同じとします。）が通知されない通信に対して、その契約者回線の５Ｇ契約

者等は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知するこ

とができます。 

３ 当社は、契約者識別番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しな

いことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当

する場合に限り、その規定により責任を負います。 

４ ５Ｇ契約者及び５Ｇ特定接続契約者（第23条の15（契約者識別番号）の規定

により当社が契約者識別番号を定めた５Ｇ特定接続契約に係る者に限ります。

以下この条において同じとします。）は、通信中又は電波が伝わりにくい等によ

り契約者回線に着信できなかった通信（通話モードによる通信に限ります。）に

ついて、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この条において「着信通

知」といいます。）を受けることができます。 

５ 着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。 

６ 着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、

当社が別に定めるところによります。 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「１

８４」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は 

119番をダイヤルすることにより警察機関（海上保安機関を含みます。）又は

消防機関へ接続される通信（以下「緊急通報」といいます。）と、それ以外と

で方法が異なります。 

 ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があ

ると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。 

（位置情報の送出） 

第65条 当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報

（当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含

みます。以下、この条において同じとします。）を、その緊急通報に係る機関へ

送出します。 

 ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限り

でありません。 

２ 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、

責任を負わないものとします。 

（データ量到達通知等） 

第66条 当社は、５Ｇ契約者から請求があったときは、５Ｇの契約者回線との間

の通信（当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。）

に関する課金対象データ量の概算量（当社が別に定める方法により算定した量

とし、料金月単位で累計するものとします。）が当社が別に定める量を超えたと
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きに、その５Ｇ契約者へその旨を通知（以下「データ量到達通知」といいます。）

します。 

２ 当社は、５Ｇ契約者（当社が別に定める者に限ります。）から請求があったと

きは、当社が請求することとなるその５Ｇに係る通信に関する料金及び有料情

報等の利用に係る料金等の概算額（当社が別に定める方法により算定した額と

し、料金月単位で累計するものとします。）が当社が別に定める額を超えたとき

に、その５Ｇ契約者へその旨を通知（以下「料金一定額到達通知」といいます。）

します。 

３ データ量到達通知及び料金一定額到達通知は、当社が定める方法により行い

ます。 

（位置の測定に係るアシスト情報の受信） 

第67条 ５Ｇ契約者等は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト

情報（その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考

となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同

じとします。）の受信をすることができます。 

２ 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。 

３ 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の受信に関する損害については、第

62条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負う

ものとし、その他の損害については責任を負いません。 

（承諾の限界） 

第68条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾

することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき

又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の

業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この

場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 

 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。 

（端末設備等の持込み） 

第69条 契約者は、次の場合には、自営端末設備（移動無線装置に限ります。）若

しくは自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）又はドコモＵＩＭカード

等を当社が指定した期日（別に定める営業時間内に限ります。）に当社が指定す

る５Ｇサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。 

(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。 

(2) 第28条（自営端末設備の接続）から第31条（自営端末設備の電波法に基づ

く検査）の規定に基づく自営端末設備の検査又は第32条（自営電気通信設備

の接続）から第35条（自営電気通信設備の電波法に基づく検査）の規定に基

づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。 

(3) その他当社が必要と認めるとき。 

（利用に係る契約者の義務） 

第70条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 自営端末設備（移動無線装置に限ります。）又は自営電気通信設備（移動無

線装置に限ります。）を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は

その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自

営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要がある

ときは、この限りでありません。 
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(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を

与える行為を行わないこと。 

(3) ドコモＵＩＭカード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読

出しし、変更し、又は消去しないこと。 

(4) 当社が貸与するドコモＵＩＭカード又はドコモｅＳＩＭカードを善良な管

理者の注意をもって保管すること。 

(5) 故意に多数の不完了呼（通信の相手先の応答前に発信を取りやめることを

いいます。）を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為

を行わないこと。 

(6) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生

じさせるおそれがある行為を行わないこと。 

(7) 第41条（通信利用の制限）第５項第１号から第５号までに掲げる通信を行

わないこと、その他５Ｇサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利

用により電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行

為を行わないこと。 

(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回

線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しない

こと。 

(9) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ない

こと。 

(10) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の

通信等を一定期間継続するものでないこと。 

(11) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。 

(12) 当社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーショ

ン機能（移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操

作できる機能をいいます。）を利用してデータ通信モードによる通信を行わな

いこと。 

(13) 電子メールの送信は当社が別に定める方法により行うこと。 

(14) 位置情報（その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情

報であって、端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）に規定する位置登

録制御に係るものを除きます｡ 以下この条において同じとします。）を取得す

ることができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させると

きは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措

置を講じること。 

(15) 第75条（利用者登録）に規定する利用者登録が行われているときは、その

登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講

じること。 

(16) 当社へ設置場所住所（home ５Ｇ）又は設置場所限定（homeでんわ）（当社

が別に定める提供条件書に規定するものをいいます。以下同じとします。）を

届け出たときは、当社が定める方法により、その５Ｇ契約等に係るドコモＵ

ＩＭカード等を装着した移動無線装置がその設置場所住所（home ５Ｇ）又は

設置場所限定（homeでんわ）に在圏している状態にすること。 

２ 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、

前項第13号の規定に違反したものとして取り扱います。 

(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する

意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為 
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(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行

為 

(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図

に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メ

ールを利用して送信する行為 

(4) 電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発

する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電子

メールを送信する行為 

(5) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成

14年法律第26号）又は特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）の規

定に違反して電子メールを送信する行為 

３ 当社は、契約者が当社と契約を締結している他の５Ｇサービス又は契約者が

当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定

に相当する行為があったと当社が認めたときは、第１項第13号の規定に違反し

たものとして取り扱います。 

４ 第１項第13号及び前２項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行

う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信並びに＋メッセージ（＋メ

ッセージ利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）の送信につ

いて準用します。 

５ 契約者は、第１項の規定に違反して当社が貸与しているドコモＵＩＭカード

又はドコモｅＳＩＭカードを亡失し、き損したときは、当社が指定する期日ま

でにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。 

６ 当社は、第75条（利用者登録）に規定する登録利用者その他の契約者以外の

者による５Ｇサービスの利用において前５項の規定に反する事由が生じた場合、

その契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。 

（注１）本条第１項第13号に定める当社が別に定める方法は、本条第２項の規定

によるほか、「moperaUご利用規則」、「spモードご利用規則」、「ドコモメール

持ち運び利用規約」及び「ドコモメールオプション利用規約」等に定めると

ころによります。 

（注２）当社は、契約者が第１項第14号又は第15号の規定に違反したことにより、

端末設備の所持者又は登録利用者が受けた損害について、責任を負いません。 

（約款の掲示） 

第71条 当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社のインタ

ーネットホームページ又は当社が指定する５Ｇサービス取扱所において掲示す

ることとします。 

（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等） 

第72条 ５Ｇ契約（コースＡに係るものであって、当社が別に定める基本使用料

の料金種別に関するものを除きます。）の申込み又は５Ｇ契約に係る区分の変更

（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けた者は、当社が定める国

際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととな

ります。 

 ただし、次の場合は、この限りでありません。 

(1) ５Ｇ契約（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものを除きます。）

の申込みの承諾を受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない

旨の意思表示があったとき。 

(2) Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービ
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スに係る契約者（当該契約約款の規定により国際電話契約を締結している者

に限ります。）が、そのＸｉ契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約

の解除と同時に新たに５Ｇ契約を締結する場合であって、国際電話サービス

を継続して利用するとき。 

(3) ５Ｇ契約者（本条の規定により国際電話契約を締結している者に限りま

す。）が、その５Ｇ契約に係る区分の変更の承諾を受けたとき。 

２ 前項の規定により国際電話契約を締結した５Ｇ契約者は、当社が提供する国

際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の

規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。 

３ 前２項の規定にかかわらず、５Ｇhomeでんわ契約者は、当社が別に定める国

際通信を利用することができます。 

 ただし、国際通信は、ＮＴＴドコモビジネス株式会社に係る相互接続点との

間において行うことができます。この場合において、５Ｇhomeでんわ契約者か

ら、その契約者回線からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場

合は、当社がその５Ｇhomeでんわ契約者の加入番号をＮＴＴドコモビジネス株

式会社に通知し、ＮＴＴドコモビジネス株式会社の電気通信設備により、その

国際通信を接続しない取り扱いを行います。 

４ 国際通信の取扱地域及び料金は、当社が別に定めるところによります。 

（注）第４項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホー

ムページ等で定めるところによります。 

（国際アウトローミングの利用等） 

第73条 ５Ｇ契約者は、別表２（付加機能）に規定する国際ローミング機能（ド

コモＵＩＭカード等を装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る

営業区域に在圏していることを確認し、その５Ｇの契約者回線に着信（通話モ

ード又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります。）があった場合

には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機

能をいいます。以下同じとします。）の提供を受けているときは、国際アウトロ

ーミング（当社が別に定める外国の電気通信事業者が、ドコモＵＩＭカード等

を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サ

ービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

２ ５Ｇ契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、

料金表通則に規定する国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この

場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又

は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当

社の機器により測定します。 

３ 前項の規定によるほか、国際ローミング機能の利用に係る通信の料金につい

ては、発信者の契約者回線からこの機能を利用している５Ｇの契約者回線への

通信（当社がその直前に確認できた日本国内の地域にその５Ｇが在圏するもの

とみなして取り扱います。）と、その５Ｇの契約者回線から当社が提供する国際

電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への

通信があったものとみなして取り扱います。この場合において、国際ローミン

グ機能に係る料金その他の提供条件は、国際電話サービス（国際電話サービス

契約約款に規定するものをいい、国際ローミング機能に係るものに限ります。）

の規定に準じて取扱います。 

４ 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業

務の遂行上やむを得ない場合は、国際アウトローミングに係る外国の電気通信
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事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の

一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社

のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を５Ｇ契約

者へ周知します。 

５ 当社は、前項の規定により、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事

業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一

部若しくは全部を廃止したことにより５Ｇ契約者に損害が生じた場合であって

も、責任を負いません。 

（注）５Ｇ契約者は、国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合で

あっても、その利用に係る料金の支払いを要します。 

（ahamoインターネット接続サービス等の利用等） 

第74条 ５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者に

限ります。）は、ahamoインターネット接続サービス（当社が別に定める協定事

業者が提供するインターネットサービス（当社がその協定事業者との相互接続

協定に基づき別に定めるものに限ります。）を利用できるようにするものをいい

ます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合において、ahamo

インターネット接続サービスの提供条件については、当社が別に定めるところ

によります。 

２ ５Ｇ契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料

金種別を選択している者に限ります。）は、irumoインターネット接続サービス

（当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当社がそ

の協定事業者との相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。）を利用で

きるようにするものをいいます。以下この条において同じとします。）を利用す

ることができます。この場合において、irumoインターネット接続サービスの提

供条件については、当社が別に定めるところによります。 

３ ５Ｇ契約者（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料

金種別を選択している者に限ります。）は、ドコモ miniインターネット接続サ

ービス （当社が別に定める協定事業者が提供するインターネットサービス（当

社がその協定事業者との相互接続協定に基づき別に定めるものに限ります。）を

利用できるようにするものをいいます。以下この条において同じとします。）を

利用することができます。この場合において、ドコモ miniインターネット接続

サービスの提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

４ 当社は、ahamoインターネット接続サービス、ドコモ miniインターネット接

続サービス及びインターネット接続サービスに規定する利用に関して、相互接

続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

５ 電波状態等により、ahamoインターネット接続サービス、ドコモ miniインタ

ーネット接続サービス及びインターネット接続サービスを利用して送受信され

た情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は責任

を負わないものとします。 

（利用者登録） 

第75条 ５Ｇ契約者等は、当社が定める方法により、その契約に係る５Ｇを主に

利用する者の登録（以下「利用者登録」といいます。）を行うことができます。

この場合において、利用者登録により当社に登録される者（以下「登録利用者」

といいます。）の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、５Ｇ契約者は、５Ｇ契約（一般契約に係る区分の

うち、コースＢに係るものに限ります。）の申込み、一般契約に係る区分の変更
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（コースＢへの変更に限ります。）の請求又は５Ｇ契約（一般契約に係る区分の

うち、コースＢに係るものに限ります。）に係る名義変更の請求の承諾を受けた

際に、その契約に係る５Ｇを主に利用する者（その５Ｇ契約者又はその５Ｇ契

約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する満18歳に満たない

者に限ります。）を指定し、利用者登録を行っていただきます。 

３ 前２項の規定にかかわらず、５Ｇhomeでんわ契約者は、５Ｇhomeでんわ契約

の申込み又は５Ｇhomeでんわ契約に係る名義変更の請求の承諾を受けた際に、

その契約に係る５Ｇhomeでんわを主に利用する者を指定し、利用者登録を行っ

ていただきます。 

４ 第１項の規定にかかわらず、その５Ｇ等の契約者名義が法人（法人に相当す

るものと当社が認めるものを含みます。）であるときは、利用者登録を行うこと

ができません。 

５ ５Ｇ契約者等は、その５Ｇ契約者等以外の者を登録利用者として利用者登録

を行うときは、当社が登録利用者の氏名及び生年月日を確認するための書類を

提示していただきます。 

 ただし、５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している

者又はコースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料金種別を

選択している者に限ります。）が、当社が別に定める方法により利用者登録を行

うときは、この限りではありません。 

６ ５Ｇ契約者等は、前項ただし書の規定により登録された登録利用者の情報が

事実であることを当社に対して表明し、保証するものとします。 

７ ５Ｇ契約者等は、当社が５Ｇサービス等に係る案内等を、当社が定める方法

により、その５Ｇ契約等に係る契約者回線へ送信する場合において、利用者登

録の有無にかかわらず、５Ｇ契約等に係る情報をその契約者回線へ当社が通知

する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

８ 前項の規定によるほか、５Ｇ契約者は、法人（当社が別に定める法人としま

す。以下次項において同じとします。）からの請求に基づき、第１項又は第２項

の規定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が

通知することにあらかじめ同意するものとします。 

９ ５Ｇ契約者等は、その５Ｇ契約者等以外の者を登録利用者として利用者登録

を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得て

いただきます。この場合において、当社は５Ｇ契約者等が登録利用者の承諾を

得ていないことに起因する損害について、責任を負いません。 

(1) ５Ｇ契約者等からの申出により利用者登録又は登録利用者の変更若しくは

登録の削除が行われること。 

(2) その５Ｇ等に係る利用の一時中断、名義変更、契約の解除、料金種別の選

択、付加機能の請求若しくは廃止、料金明細内訳書の発行その他の５Ｇ契約

に係る請求は、５Ｇ契約者等の申出により行うこと。 

(3) ５Ｇ契約者等が、その５Ｇサービスに関する料金その他の債務を支払わな

いときは、第37条（利用停止）の規定に基づき５Ｇサービスの利用を停止さ

れることがあること、又は第17条（当社が行う一般契約の解除）又は第23条

の11（その他の提供条件）の規定に基づき５Ｇ契約等を解除されることがあ

ること。 

(4) 登録利用者が行う通信についても、当社が第64条（発信者番号通知等）及

び第65条（位置情報の送出）に規定する取扱いを行うこと。 

(5) 登録利用者の変更を行った場合において、５Ｇ等の利用に係る請求書等又
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は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと変更後

の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等又は料金明細内訳書の

発行が行われることがあること。 

(6) 法人からの請求に基づき、第１項又は第２項の規定により登録された登録

利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知すること。 

(7) ５Ｇ契約者等からの請求により、当社の設置した電気通信設備に蓄積され

たデータの一部を、当社が別に定める方法により閲覧に供する場合があるこ

と。 

10 ５Ｇ契約者等は、登録利用者の変更があった場合は、そのことを速やかに所

属５Ｇサービス取扱所に申し出ていただきます。 

11 当社は、５Ｇ契約者等から登録利用者の変更の申出があったときは、その申

出を利用者登録の申出とみなして、前９項の規定を適用します。 

12 当社は、第５項ただし書の規定により登録された登録利用者の情報について

事実に反する疑いがあると当社が認めたときは、その利用者登録を行った５Ｇ

契約者等に対し登録利用者の確認を行う場合があります。この場合において、

５Ｇ契約者等は、当社が登録利用者の氏名及び生年月日を確認するための書類

を提示していただきます。 

13 当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択してい

る者を除きます。）から登録利用者の登録を削除する申出があった場合のほか、

次のいずれかに該当する場合には、登録利用者の登録を削除します。 

(1) 電話番号保管があったとき。 

(2) 名義変更があったとき。 

（注）本条第８項に規定する当社が別に定める法人は、第76条（プライバシーポ

リシー）に規定する「ＮＴＴドコモ プライバシーポリシー」に定めるところ

によります。 

（プライバシーポリシー） 

第76条 当社は、５Ｇ契約者等に係る個人情報の取り扱いについて、別途「ＮＴ

Ｔドコモ プライバシーポリシー」において公表します。 

（電気通信事業者への情報の通知） 

第77条 ５Ｇ契約者等は、第16条（一般契約者が行う一般契約の解除）、第17条（当

社が行う一般契約の解除）、第23条の10（５Ｇhomeでんわ契約者が行う５Ｇhome

でんわ契約の解除）又は第23条の11（その他の提供条件）の規定に基づき契約

を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがないとき（第57条（債権の譲

渡等）の規定により、当社が５Ｇサービスの料金その他の債務に係る債権を請

求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含

みます。）は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者及

びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者を

いいます。）とします。）からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、

加入電話番号、生年月日及び支払状況等の情報（５Ｇ契約者等を特定するため

に必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限

ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

２ 前項の規定によるほか、５Ｇ契約者等は、次のいずれかに該当するときは、

当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者とします。）から

の請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、加入電話番号及び生年月日等

の情報（５Ｇ契約者等を特定するために必要なものであって、当社が別に定め

るものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 
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(1) 第17条又は第23条の11の規定により当社がその５Ｇ契約等を解除したとき

（第70条（利用に係る契約者の義務）第２項又は第３項の規定に違反したと

当社が認めた場合に限ります。）。 

(2) 第37条 (利用停止）第１項の規定により５Ｇサービスの利用を停止された

とき（第70条第２項若しくは第３項又は第79条（契約者確認）の規定に違反

したと当社が認めた場合に限ります。）。 

３ 前２項の規定によるほか、５Ｇ契約者等は、携帯電話番号ポータビリティ又

は番号ポータビリティに係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、

氏名、住所、契約者識別番号、加入電話番号及び生年月日等の情報（その携帯

電話番号ポータビリティ又は番号ポータビリティに係る手続きのために必要な

ものに限ります。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

４ 前３項の規定によるほか、５Ｇ契約者は、電子メール、ショートメッセージ

通信モードによる文字メッセージ又は＋メッセージ（以下この項において「電

子メール等」といいます。）の送信を行った場合であって、その電子メール等の

接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る

利用者からの申出に基づき、その電子メール等の送信を、その電気通信事業者

が規定する禁止行為（第70条（利用に係る契約者の義務）第１項第13号及び第

２項に相当するものをいいます。）に該当する行為と判断したときは、その電気

通信事業者が当社及び当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話

事業者とします。）へ、文字メッセージ若しくは＋メッセージの送受信を行った

契約者回線に係る契約者識別番号又はその電子メールの送受信を行った電子メ

ールアドレス、電子メール等の受信時刻（受信に係る電気通信事業者の電気通

信設備においてその電子メール等を蓄積した時刻をいいます。）及び電子メール

等の内容等の情報（５Ｇ契約者を特定するために必要なものであって、当社が

別に定めるものに限ります。）を通知することにあらかじめ同意するものとしま

す。 

（注）本条第１項、第２項及び第４項に規定する当社が別に定める電気通信事業

者は、第76条（プライバシーポリシー）に規定する「ＮＴＴドコモ プライバ

シーポリシー」に定めるところによります。 

（国際電気通信事業者等への５Ｇ契約者等の氏名等の通知） 

第78条 当社は、別表６に規定する国際電気通信事業者等（当社が別に定める協

定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から請求があったと

きは、５Ｇ契約者等（その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契

約（当社が別に定めるものに限ります。）を締結している者又はその申込みをし

た者に限ります。）の氏名、住所、契約者識別番号及び加入電話番号等を通知す

ることがあります。 

２ 当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社

が指定する５Ｇサービス取扱所において閲覧に供します。 

（契約者確認） 

第79条 当社は、携帯電話不正利用防止法第８条の規定により、又は警察機関か

らの要請により、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契約者

確認をいいます。以下この条において同じとします。）の求めを受けたときは、

当該５Ｇ契約者等に対し、契約者確認を行うことがあります。 

２ 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのシ

ョートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定

により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書
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等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。 

３ ５Ｇ契約者等は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって

契約者確認に応じていただきます。 

（番号えらべるサービスの利用） 

第80条 ５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を

除きます。以下この条において同じとします。）は、番号えらべるサービス（当

社が定める所属５Ｇサービス扱所において、５Ｇ契約の申込みの承諾を受けた

際に、当社が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数

以内で申し出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利用

することができます。 

２ ５Ｇ契約者は、当社が、番号えらべるサービスに係る申出に応じて契約者識

別番号を付与したときは、料金表通則に規定する手続きに関する料金の支払い

を要します。 

３ 前２項の規定は、５Ｇの契約者識別番号の変更の請求をする場合において準

用します。 

（注１）本サービスは、当社が５Ｇ契約者の希望に応じて契約者識別番号を付与

することを約束するものではありません。 

（注２）当社が付与する契約者識別番号以外の番号については、番号えらべるサ

ービスを利用することができません。 

（サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知等） 

第81条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成11年法律第162号。

以下「NICT法」といいます。）に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構（以

下「機構」といいます。）が行う特定アクセス行為（NICT法に規定するものをい

います。以下同じとします。）に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機

構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃（事業法に規定するものをいいます。

以下同じとします。）の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、当該

送信型対電気通信設備サイバー攻撃により５Ｇサービスの提供に支障が生ずる

恐れがあるときは、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る通信の送信先

の電気通信設備のＩＰアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を

契約者回線へ接続する５Ｇ契約者を確認し、当社が定める方法により当該５Ｇ

契約者へ注意喚起を行うことがあります。 

２ 前項の規定によるほか、当社は、NICT法に基づき機構がサイバーセキュリテ

ィの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関し

て行う助言及び情報の提供を受けた場合であって、送信型対電気通信設備サイ

バー攻撃により５Ｇサービスの提供に支障が生ずる恐れがあるときは、必要な

限度で、当該電気通信設備のＩＰアドレス及びタイムスタンプから、当該電気

通信設備を契約者回線へ接続する５Ｇ契約者を確認し、当社が定める方法によ

り当該５Ｇ契約者へ注意喚起を行うことがあります。 

３ 前２項の規定によるほか、当社は、ショートメッセージ通信モードによりフ

ィッシング詐欺等の危険があると当社又は当社が別に定める者が判定したＵＲ

Ｌ又は電話番号が記述された文字メッセージが送信されたことを検知した場合

であって、当社が必要と認めるときは、必要な限度で、当該文字メッセージの

送信に係る契約者回線に関する５Ｇ契約者を確認し、当社が定める方法により

当該５Ｇ契約者へ注意喚起を行うことがあります。この場合において、５Ｇ契

約者は、当社が別に定める方法により、この注意喚起を受けないようにするこ

とができます。 
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（JAPANローミング™の利用） 

第81条の２ 契約者（当社が別に定める者に限ります。）は、JAPANローミング™

（天災、事変その他の非常事態が発生し５Ｇサービスの提供が技術的に困難と

当社が判断した場合において、当社とJAPANローミング™に係る事業者間契約を

締結した協定事業者が、当社からの要請を承諾してドコモＵＩＭカード等を装

着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービ

スをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。この場合にお

いて、JAPANローミング™には次の方式があります。 
 

方  式 内      容 

１ フルローミング ２以外のもの 

２ 緊急通報のみ 通話モードによる緊急通報に限り利用できるもの 

 
２ JAPANローミング™は、当社が定める期間及び方式に限り利用することができ

ます。この場合において、当社はJAPANローミング™を利用できる状態としたと

きは、当社のインターネットホームページ等において掲示します。 

３ JAPANローミング™に係る協定事業者において運用上又は技術上の支障が生

じた場合は、JAPANローミング™の利用を一時中断又は中止することがあります。 

４ 当社は、JAPANローミング™を利用した緊急通報において、第64条（発信者番

号通知等）の規定にかかわらず、契約者識別番号に代えてその契約者回線に接

続されている移動無線装置に装着されたドコモＵＩＭカード等に係るIMSI番号

を、その緊急通報に係る機関へ通知する場合があります。 

５ JAPANローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」又は「１８

６」をダイヤルした場合、緊急通報ができない場合があります。 

６ JAPANローミング™を利用した緊急通報の発信に先立ち「１８４」をダイヤル

する等した場合であっても、契約者識別番号又はIMSI番号が、その緊急通報に

係る機関へ通知される場合があります。 

７ JAPANローミング™に関するその他の提供条件については、当社が別に定める

ところによります。 

（注１）フルローミング方式を利用したデータ通信モードによる通信の伝送速度

は、300kb/s以下に制限されます。 

（注２）本条第１項に規定する当社が別に定める者は、当社のインターネットホ

ームページに定めるところによります。 

（注３）本条第７項に規定する当社が別に定めるところは、当社が定めるJAPAN

ローミング™利用規約とします。 

（合意管轄） 

第82条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東

京地方裁判所又は契約者の住居地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

（準拠法） 

第83条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠する

ものとします。 

（５Ｇサービスの廃止） 

第84条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及

び業務の遂行上やむを得ない場合は、５Ｇサービスの一部又は全部を廃止する
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ことがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームペー

ジに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。 

２ 当社は、前項の規定により５Ｇサービスの全部を廃止するときは、事業法施

行規則第22条の２の10の規定に基づき、廃止の期日等を５Ｇ契約者等へ通知し

ます。 

３ 当社は、第１項の規定により５Ｇサービスの一部又は全部を廃止したことに

より契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 
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第13章 その他のサービス 

（料金明細内訳書の発行等） 

第85条 当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択し

ている者を除きます。）から請求があったときは、料金明細送付（その５Ｇ契約

者等に係る５Ｇ又は国際アウトローミング（当社が別に定める通信に係るもの

を除きます。以下この条において同じとします。）の通信料金明細内訳について、

その５Ｇ契約者等に対し通信料金明細内訳書を発行する取扱いをいいます。以

下この条において同じとします。）又はWeb料金明細（その５Ｇ契約者等に係る

５Ｇ等又は国際アウトローミングの通信料金明細内訳について、当社のインタ

ーネットホームページにおいて閲覧に供する取扱いをいいます。以下この条に

おいて同じとします。）を提供します。 

２ ５Ｇ契約者等は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたとき

は、当社が別に定めるところにより、料金表別記に規定する料金明細内訳書の

発行手数料及び郵送料の支払いを要します。 

３ 当社は、５Ｇ契約（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限り

ます。）の申込み（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に

新たに申込みする場合を除きます。）を承諾した際に、その５Ｇ契約者からWeb

料金明細に係る請求があったものとみなして取り扱います。 

４ 当社は、第１項及び前項の規定によるほか、５Ｇ契約者等から請求があった

ときは、その５Ｇ契約者等に係る５Ｇサービス又は国際アウトローミングの通

信料金明細内訳（当社が別に定める期間に係るものに限ります。）を、その５Ｇ

契約者等に対し通信料金明細内訳書を発行又は当社のインターネットホームペ

ージにおいて閲覧に供します。 

５ ５Ｇ契約者等は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたとき

は、当社が別に定めるところにより、料金表別記に規定する料金明細内訳書の

発行手数料及び郵送料の支払いを要します。 

６ 第１項及び第４項に規定する通信料金明細内訳の閲覧は、当社の設備の保守

等により中止することがあります。 

７ 第１項及び第４項に規定する通信料金明細内訳の閲覧に係る損害は、当社の

重大な過失による場合を除き、責任を負いません。 

８ 当社は、５Ｇ契約者等から料金明細送付又はWeb料金明細を廃止する申出があ

った場合のほか、料金明細送付を受けている５Ｇ契約者が、一般契約に係る区

分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求の承諾を受けたときは、料金

明細送付を廃止します。 

９ 当社は、前８項の規定によるほか、あらかじめ５Ｇ契約者（一般契約に係る

区分のうち、コースＢを選択している者及び当社が別に定める者を除きます。）

から請求があったときは、第１項の規定により当社が発行又は当社のインター

ネットホームページにおいて閲覧に供する通話モードに係る５Ｇの通信の料金

明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手先に応じて分けて記

録する取扱い（以下「用途別集計」といいます。）を行います。 

10 ５Ｇ契約者は、前項に規定する用途別集計を受けたときは、当社が別に定め

るところにより、料金表別記に規定する用途別集計に係る手数料の支払いを要

します。 

11 通信料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、本条

に定めるほか、当社が定めるところによります。 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める通信は、「WORLD WINGご利用にあ
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たって」に規定する世界ギガし放題、世界そのままギガの適用を受ける通信

をいいます。 

（注２）本条第２項、第９項及び第10項に規定する当社が別に定めるところは、

当社のインターネットホームページに定めるところによります。 

（請求書の分割送付） 

第86条 当社は、第85条（料金明細内訳書の発行等）第６項に規定する用途別集

計を行っている５Ｇ契約者から請求があったときは、その契約者に係る５Ｇに

関する通信料のうち当社が別に定める方法により行った通信に関する料金の請

求書を、その契約者があらかじめ指定した他の送付先に、当社又は請求事業者

が別に定めるところにより分割して送付（以下「請求書の分割送付」といいま

す。）します。 

２ ５Ｇ契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けるときは、あらかじめ当社

に申し出ていただきます。 

３ ５Ｇ契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けたときは、料金表別記に規

定する分割送付手数料の支払いを要します。 

４ 請求書の分割送付の取扱いを受けた５Ｇ契約者は、その分割送付の請求書に

係る料金についても支払責任を負うものとします。 

５ 請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、当社が別に定め

るところによります。 

（支払証明書等の発行） 

第87条 当社は、５Ｇ契約者等（第57条（債権の譲渡等）の規定により、当社が

その債権を譲渡した５Ｇサービスに係る者を除き、当社が別に定める者を含み

ます。以下第４項において同じとします。）から請求があったときは、当社が別

に定めるところにより、その５Ｇサービスに関する料金その他の債務が既に当

社に支払われた旨の証明書（以下「支払証明書」といいます。）を発行します。 

２ 当社は、５Ｇ契約者等から請求があったときは、当社が別に定めるところに

より、その５Ｇ契約等に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書（以

下「預託金預り証明書」といいます。）を発行します。 

３ 当社は、５Ｇ契約者等から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、その

５Ｇサービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証明書」

といいます。）を発行します。 

 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できない

ことがあります。 

(1) ５Ｇ契約等の申込みの承諾年月日（名義変更により５Ｇ契約者等となった

場合は、その名義変更の承諾年月日とします。） 

(2) ５Ｇ契約者等の氏名又は住所等 

(3) 契約者識別番号 

４ ５Ｇ契約者等は、前３項の請求をし、その支払証明書等（支払証明書、預託

金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。）の発行を受

けたときは、料金表別記に規定する支払証明書等の発行手数料及び郵送料等の

支払いを要します。 

（注）５Ｇ契約者等は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第57号）第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うこと

ができます。この場合において、５Ｇ契約者等は当社が定める開示に関する

手数料の支払いを要します。 
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（回収代行の承諾等） 

第88条 ５Ｇ契約者は、有料情報サービス（５Ｇサービスを利用して有料で情報

等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。）を利

用したときのその有料情報サービスの料金（有料情報サービスの利用の際に通

知される料金をいい、その契約者回線の５Ｇ契約者以外の者が利用したものを

含みます。以下同じとします。）について、その有料情報等を提供する者（以下

「情報提供者」といいます。）が、当社によるその料金の回収代行について当社

の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理人としてその料金を回

収することを承諾していただきます。 

２ 前項の規定によるほか、別表２（付加機能）に規定するspモード機能又はahamo

インターネット接続サービスの提供を受けている５Ｇ契約者は、当社が定める

方法により有料情報サービスを利用したときのその有料情報サービスの料金に

ついて、当社がその５Ｇ契約者に代わってその料金を情報提供者に立替払いす

ることを承諾していただきます。 

３ ５Ｇ契約者は、当社が別に定めるところにより、暗証番号を使用して、第１

項に規定する有料情報サービスを利用することができます。 

４ ５Ｇ契約者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、

有料情報サービスを利用することができない場合があります。 

(1) 支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがないと

き。 

(2) 有料情報サービスの料金の概算額（当社が別に定める方法により算定した

額とします。）が、限度額（有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。

以下この条において同じとします。）を超えたことを当社が確認したとき。 

５ 当社は、第１項の規定により回収する又は第２項の規定により立替払いする

有料情報サービスの料金については、その有料情報サービスの利用又は登録が

あった契約者回線の５Ｇ契約者に、５Ｇの料金と合わせて請求します。この場

合において、有料情報サービスの料金は料金月ごとに集計し、請求します。 

６ ５Ｇ契約者は、支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支

払いがない場合において、その有料情報サービスに係る情報提供者からの請求

に基づき５Ｇ契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知すること

にあらかじめ同意するものとします。 

７ 第１項又は第２項の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当

社の機器により計算します。 

８ 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容、その他当社の責めに

よらない理由による損害については、責任を負いません。 

（注）回収代行及び立替払いに関する回収方法その他の条件は「spモードご利用

規則」又は「ahamoインターネット接続サービスご利用規則」等に定めるとこ

ろによります。 

第89条 削 除 

第90条 削 除 

（番号案内サービス） 

第91条 ５Ｇ契約者等は、番号案内サービス（ＮＴＴタウンページ株式会社が提

供するiタウンページに掲載されている電話番号の案内を受けることができる

ものをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。 

（注）番号案内サービスにおいて、１回の利用で問合せを行うことができる電話

番号の数は15件までとします。 
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（番号案内サービス料等の支払義務等） 

第92条 番号案内サービスの利用に係る料金は、当社が定めるものとし、番号案

内サービスを利用した契約者回線の５Ｇ契約者等が、次表に定めるところによ

り、料金表別記に規定する番号案内サービス料及び番号案内サービスへの接続

に係る通信料（以下「番号案内サービス接続通信料」といいます。）の支払いを

要します。 
 

区           別 支払いを要する者 

契約者回線から番号案内サービスを利用した場合 

（その契約者回線の５Ｇ契約者等以外の者が利用し

た場合を含みます。） 

その契約者回線の５Ｇ

契約者等 

 

２ 前項の規定にかかわらず、番号案内サービスの利用に係る通信の通信時間の

うち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、

支払いを要しません。 

３ 番号案内サービス料及び番号案内サービス接続通信料（以下「番号案内サー

ビス料等」といいます。）に関するその他の提供条件については、通信料に準ず

るものとします。この場合において、番号案内サービス料等については通信料

とみなして取り扱います。 

（時報サービス） 

第93条 ５Ｇ契約者等は、次の規定により時報サービスを利用することができま

す。 

区   別 内   容 電話番号 

時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知す

るサービス 

117 

   
 

２ 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。 

３ 時報サービスは、１の通信について、時報を聞くことができる状態にした時

刻から起算し、６分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。 

４ ５Ｇ等の契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、

その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線

への通信とみなして適用します｡ 

（注）本条に規定する別に定める協定事業者は、ＮＴＴ東日本株式会社又はＮＴ

Ｔ西日本株式会社とします。 

（協定事業者が提供する電報サービスの利用等） 

第94条 ５Ｇ契約者等は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づ

く電報サービスを利用することができます。 

２ ５Ｇ契約者等は、当社が前項の規定により電報を利用した場合（電報サービ

スの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した

場合を除きます。）に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り

受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。 

３ 前項の場合において、当社は、５Ｇ契約者等への個別の通知又は譲渡承認の

請求を省略するものとします。 
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４ 第２項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、

第53条（料金の計算等）から第56条（延滞利息）及び料金表通則の規定に準じ

て取り扱います。 

５ ５Ｇ契約者等は、５Ｇ契約者等以外の者がその５Ｇ契約者等に係る契約者回

線から利用した電報サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、

その利用により生じた債権については、前４項の規定に準じて取り扱います。 
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料金表 

（料金表目次） 

通則 ·············································································· 62 

別記 ·············································································· 71 
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通則 

（料金等の設定） 

１ 当社が提供する５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他の

サービスに関する料金は、料金表別記によるほか、当社が別に定めるところによります。 

（料金の計算方法等） 

２ 当社は、料金表別記において、消費税相当額を含まない額（以下「税抜額」といいます。）

で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額（以下「税込額」といいます。）

を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。 

（注）この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の２に基づき表示するものであり、税込

額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。 

３ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料

金月に従って計算します。 

 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 

（注）料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月

と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項に

おいて「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割します。 

(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。 

(2) 暦月の初日以外の日に付加機能の廃止があったとき。 

(3) 暦月の初日に付加機能の提供を開始し、その日にその付加機能の廃止があったとき。 

(4) 第46条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

５ 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第46条第２項第

３号の表の１欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をそ

の開始時刻が属する暦日とみなします。 

６ 当社は、５Ｇサービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した

額により、支払いを請求します。 

７ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することが

あります。 

８ １の暦月又は料金月において基本使用料の料金種別等の変更があった場合の料金の計算方

法は、この約款の規定にかかわらず、当社が別に定めるところによります。 

（端数処理） 

９ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。 

10 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関す

る端数処理については、次のとおりとします。 

(1) 基本使用料の割引適用に係る計算において、その計算結果に10円未満の端数が生じた場

合は、その端数を四捨五入します。 

 ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り上げます。 

(2) 付加機能使用料の減額適用及び通信料の割引適用に係る計算において、その計算結果に

１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 

（電子媒体による請求額情報の通知） 

11  当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きま

す。）から請求があったときは、次の場合を除いて、その５Ｇサービス（当社が提供する他の

電気通信サービスであって、その料金等が５Ｇサービスに係る料金に合わせて請求される電

気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。）について、当社又は請求事
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業者が行うその料金等の請求に係る情報（当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明

細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。）の送付に代えて、請求データ蓄積装置

（請求額情報（料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を

除いたものをいいます。以下同じとします。）を蓄積するための当社の電気通信設備をいいま

す。以下同じとします。）に登録した電子データにより、請求額情報を通知（以下「電子媒体

による請求額情報の通知」といいます。）する取扱いを行います。 

(1) その請求のあった５Ｇサービスに係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払

い（ｅビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。）ではないとき。 

(2) その請求のあった５Ｇサービスに係る料金等が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉ

ユビキタス（Ｘｉサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）、ワ

イドスター通信サービス（ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。

以下同じとします。）又はワイドスターⅢ通信サービス（ワイドスターⅢ通信サービス契約

約款に規定するものをいいます。以下同じとします。）に係る料金等と一括して請求されて

いる場合であって、当社が別に定めるとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

12  当社は、１の５Ｇサービスにおいて、５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＡに係る

ものであって当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものに限ります。）又は５Ｇ

homeでんわ若しくは別表２（付加機能）に規定するmoperaU機能若しくはspモード機能の提供を

受けていること並びに料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認し

たとき（当社が定めるときを除きます。）は、当社がそのことを確認した日において、その５

Ｇサービスについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 

(1) ５Ｇ契約者等から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表

示があったとき。 

(2) その５Ｇサービスについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。 

(3) その５Ｇサービスが、身体障がい者等割引（当社が別に定めるところにより提供するも

のをいいます。以下同じとします。）の適用を受けているとき。 

(4) その５Ｇサービスについて、当社が電話番号保管を行っているとき（第34項に規定する

メールアドレス保管を行っているときを除きます。）。 

13  当社は、５Ｇ契約（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）の申込

み又は一般契約に係る区分の変更（コースＢへの変更に限ります。）の請求を承諾した際に、

その５Ｇ契約者から第11項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

14 当社は、５Ｇサービスに係る料金その他の債務が、他の５Ｇサービス、Ｘｉ若しくはＸｉ

ユビキタス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービス（当該契約約款に

規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。）に係る料

金等と一括して請求されている場合は、その５Ｇサービスについて５Ｇ契約者等から第11項

に規定する請求があったものとみなして取り扱います。 

15 当社は、第11項に規定する請求データ蓄積装置に、当該５Ｇ契約者等に係る請求額情報を

登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。 

16 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている５Ｇサービス（一般契約

に係る区分のうち、コースＢに係るものを除きます。以下次項において同じとします。）につ

いて、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、その５Ｇサービスの利用に係

る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。 

(1) 第37条（利用停止）の規定によりその５Ｇ等の利用が停止されているとき。 

(2) 第17条（当社が行う一般契約の解除）又は第23条の11（その他の提供条件）の規定によ

りその５Ｇ契約等が解除されたとき。 
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17 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている５Ｇサービスについて、

５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きます。）からこ

の取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱い

を廃止します。 

(1) 第11項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(2) 第37条（利用停止）の規定によりその５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係

るものに限ります。）の利用が停止されたとき。 

(3) 第17条（当社が行う一般契約の解除）又は第23条の11（その他の提供条件）の規定によ

りその５Ｇ契約等が解除されたとき。 

18 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ

によります。 

（料金等の支払い） 

19 契約者は、５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサー

ビスに関する料金について、第22項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払って

いただきます。この場合において、５Ｇ契約者等は、その５Ｇサービスの料金、工事費、国

際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関する料金（第57条（債権の譲渡等）の

規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定する５Ｇ

サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

20  当社は、５Ｇ契約者等（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きま

す。）に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦

月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。 

 ただし、契約者から１月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありま

せん。 

（注）第20項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところに

よります。 

21 ５Ｇサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料及びその他のサービスに関す

る料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

（料金の一括後払い） 

22  当社は、当社に特別の事情がある場合は、５Ｇ契約者等の承諾を得て、２月以上の料金を、

当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 

23 第46条（基本使用料等の支払義務）から第52条（相互接続通信に係る料金の取扱い）、第85

条（料金明細内訳書の発行等）から第87条（支払証明書等の発行）及び第92条（番号案内サ

ービス料等の支払義務等）の規定等により、この料金表通則及び料金表別記に定める料金、

工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額

に消費税相当額を加算した額とします。 

 ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通

信事業者が提供する電気通信サービス（国際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信

回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金については、この限り

でありません。 

（基本使用料の適用） 

24 基本使用料の適用については、第46条（基本使用料等の支払い義務）及びこの料金表通則

の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。この場合において、当社は、当社

が別に定める基本使用料の料金種別に応じて、基本使用料を適用します。 

25 ５Ｇ契約者等は、５Ｇサービスの利用に先立って、基本使用料の料金種別のいずれかを選

択していただきます。 
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（付加機能使用料の適用） 

26 付加機能使用料の適用については、第46条（基本使用料等の支払い義務）及びこの料金表

通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。 

（通信料の適用） 

27 通信料の適用については、第47条（通信料の支払義務）、第52条（相互接続通信の料金の取

扱い）、この料金表通則及び料金表別記の規定によるほか、当社が別に定めるところによりま

す。 

28 契約者回線から行った通信に関する料金の適用については、この料金表通則の規定による

ほか、第25項の規定により５Ｇ契約者等が選択した基本使用料の料金種別に対応する料金額

を適用します。 

29  前項の規定によるほか、契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、

当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料

金と同額とします。 

(1) 留守番電話サービス利用規約に規定する留守番電話サービスに係る伝言メッセージの蓄

積のために行った通信 

(2) 迷惑電話ストップサービス利用規約に規定するガイダンスによる自動応答を受けた通信 

(3) 当社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき発信者

番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信 

30 次の通信については、第47条（通信料の支払義務）及び第52条（相互接続通信に係る料金

の取扱い）の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 

(1) 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等（110 番、118 番

又は119 番）への通信 

(2) 災害が発生した場合に当社が指定する端末設備からり災者が行う通信 

(3) ５Ｇサービス取扱所等に設置されている電気通信�設備との間の通信であって、５Ｇサー

ビスに関する問合せ、申込み若しくは通知等、付加機能の利用に係る設定等又は端末設備

の修理等に係るソフトウェアのダウンロードのために行われるもの（当社が別に定めるも

のに限ります。） 

(4) 協定事業者に係る電気通信設備の修理等の請求のために協定事業者の事業所に設置され

ている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信 

(5) 当社が電気通信サービスの品質向上等を目的として情報収集を行うための通信（当社が

別に定めるものに限ります。） 

(6) ドコモｅＳＩＭカード等への契約者識別番号等の情報の登録を行うための通信（当社が

別に定めるものに限ります。） 

(7) ５Ｇ契約者（一般契約に係る区分のうち、コースＢを選択している者を除きます。）があ

らかじめ当社が別に定める条件により情報の送信を受けることに同意した場合であって、

これに基づく情報（当社が別に定めるものに限ります。）の受信に係る通信 

（契約解除料の適用） 

31 契約解除料の適用については、第48条（契約解除料の支払義務）及びこの料金表通則の規

定によるほか、当社が別に定めるところによります。 

32  当社が５Ｇ契約等に基づき契約者回線の提供を開始した日から起算して365日が経過する

までの間に、その５Ｇ契約等の解除があったとき（当社が別に定める場合を除きます。）は、

契約解除料を適用します。 

 ただし、その５Ｇ契約等の契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを

含みます。）であるときは、５Ｇ契約等に基づき契約者回線の提供を開始した日から起算して

365日が経過するまでの間に、その５Ｇ契約等の解除があった場合（当社が別に定める場合を

除きます。）であって、その５Ｇ等が利用されていないと当社が判断したときに、契約解除料
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を適用します。 

33 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約解除料の支払いを要しま

せん。 

(1) 事業法施行規則に定める「初期契約解除」又は「確認措置」に基づきその５Ｇ契約等が

解除されるとき。 

(2) その５Ｇ等が、身体障がい者等割引の適用を受けているとき。 

（手続きに関する料金の適用） 

34 手続きに関する料金の種別は次のとおりとします。 

(1) 契約事務手数料 

 ５Ｇ契約等の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

(2) カード発行手数料 

 ドコモＵＩＭカード又はドコモｅＳＩＭカードの貸与に関する請求（(1)又は(5)の申込

みと同時に行われたものを除きます。）をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 

(3) ＳＩＭ情報再発行手数料 

 ドコモｅＳＩＭカード等への契約者識別番号等の情報の登録に関する請求（(1)又は(5)

の申込みと同時に行われたものを除きます。）をし、その承諾を受けたときに支払いを要す

る料金 

(4) 名義変更手数料 

 ５Ｇサービスに係る名義変更の請求（相続等に伴うものを除きます。）をし、その承諾を

受けたときに支払いを要する料金 

(5) 登録等手数料 

 端末設備若しくは自営電気通信設備（以下「端末設備等」といいます。）の接続に関する

請求（(1)の申込みの請求と同時に行われたものを除きます。）をし、その承諾を受けたと

きに支払いを要する料金 

(6) 保管手数料 

 電話番号保管又はメールアドレス保管（spモードご利用規則に規定するspモード電子メ

ールに係るメールアドレスを、他に転用することなく、請求があった日から一定期間利用

できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行っている期間において支払

いを要する料金 

(7) 番号ポータビリティ手数料 

 第23条の６（加入電話番号）第２項の規定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに

支払いを要する料金 

(8) 移転手数料 

 第23条の８（５Ｇhomeでんわ契約者の氏名等の変更の届出）の規定に基づく申出をし、

加入電話番号の変更が伴うときに支払いを要する料金 

(9) 契約解除手数料 

 第23条の６（加入電話番号）第２項の規定に基づく申出をし、その承諾を受けた５Ｇhome

でんわ契約の解除に係る申出をしたときに支払いを要する料金 

(10) その他の手数料 

 電話番号保管の請求その他当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受け

たときに支払いを要する料金 

35 手続きに関する料金の適用については、第49条（手続きに関する料金の支払義務）及び料

金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。 

(1) 契約事務手数料の適用除外 

ア 定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結する場合

の契約事務手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。 

イ 一般契約の締結と同時に身体障がい者等割引の適用を受けることとなった場合の契約
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事務手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。 

(2) 名義変更手数料の適用除外 

ア 一般契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者が、名義変更と同

時に身体障がい者等割引の適用を受けることとなった場合の名義変更手数料については、

前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。 

イ 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が

親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更手数料については、前項及

び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。 

(3) 登録等手数料の適用除外 

 ５Ｇ契約者が、身体障がい者等割引の適用を受けている場合若しくはその適用を受ける

こととなった場合の登録等手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、

適用しません。 

(4) 保管手数料の適用 

ア ５Ｇ契約者は、当社が電話番号保管又はメールアドレス保管（以下「電話番号保管等」

といいます。）を開始した日から起算して電話番号保管等を取りやめる請求があった日ま

での期間について、料金表別記に規定する料金の支払いを要します。 

イ 当社は次のいずれかに該当するときは、料金表別記に規定する保管手数料を電話番号

保管等の日数に応じて日割します。 

(ア) 暦月の初日以外の日に電話番号保管等の開始があったとき。 

(イ) 暦月の初日以外の日に電話番号保管等を取りやめる請求があったとき。 

(5) １の契約又は１の端末設備等について、その他の手数料の支払いを要する手続きが、登

録等手数料を要する手続きと同時に行われるものであるとき（当社が別に定める場合を除

きます。）は、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、その他の手数料は適用しません。 

（注）(5)に規定する当社が別に定める場合は、その支払いを要する手続きが番号えらべるサ

ービスに関する手続きである場合、着信短縮ダイヤル機能に係る手続き又は加入電話番号

の変更に係る手続きである場合等をいいます。 

(6) ５Ｇhomeでんわ契約者からの請求（犯罪目的通信に係るものに限ります。）により契約者

識別番号又は加入電話番号を変更したときは、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、

その他の手数料は適用しません。この場合において、５Ｇhomeでんわ契約者は、犯罪の被

害を受け又は受けるおそれがあることを証明する書類等を提示していただくことがありま

す。 

(7) 当社は、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定め

るところにより、その料金額を減免することがあります。 

（請求書等の発行等に関する料金の適用） 

36 請求書等の発行等に関する料金には次の種類があり、その料金の適用については、第50条

（請求書等の発行等に関する料金の支払義務）、この料金表通則及び料金表別記に規定すると

ころによります。 
 

料 金 種 別 内       容 

請求書等発行手数料 請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行

を受けたときに支払いを要する料金 

請求書取扱事務手数料 請求書によって５Ｇサービスの料金その他の債務を支払う場合

に支払いを要する料金 

 
37 次のいずれかに該当するときは、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、請求書等の発
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行等に関する料金の支払いを要しません。 

(1) 第86条（請求書の分割送付）に規定する請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。 

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているとき。 

(3) ５Ｇ（コースＡに係るものであって当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するも

の又は一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものを除きます。）において、別表２（付

加機能）に規定するmoperaU機能若しくはspモード機能の提供を受けていないとき。 

(4) 当社が定める他の電気通信サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であっ

て、その電気通信サービスにおいて請求書等の発行等に関する料金を支払っているとき。 

(5) 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者が請求事業者に譲渡した債権を

一括して請求しているとき。 

(6) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書等の発行等を

受けるとき。 

（電話ユニバーサルサービス料の適用） 

38 電話ユニバーサルサービス料の適用については、第46条（基本使用料等の支払い義務）及

び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。 

(1) Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解

除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場合における当該暦月の電話ユニバーサルサービス

料の適用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

(2) ５Ｇhomeでんわ契約については、当社が付与する契約者識別番号及び加入電話番号の数

に応じて料金表別記に規定する電話ユニバーサルサービス料を適用します。 

（電話リレーサービス料の適用） 

39 電話リレーサービス料の適用については、第46条（基本使用料等の支払い義務）及び料金

表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。 

(1) Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約、ワイドスター契約又はワイドスターⅢ契約の解

除と同時に新たに５Ｇ契約を締結した場合における当該暦月の電話リレーサービス料の適

用については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

(2) ５Ｇhomeでんわ契約については、当社が付与する契約者識別番号及び加入電話番号の数

に応じて料金表別記に規定する電話リレーサービス料を適用します。 

（ブロードバンドユニバーサルサービス料の適用） 

40 ブロードバンドユニバーサルサービス料の適用については、第46条（基本使用料等の支払

い義務）及び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。 

(1) Ｘｉ契約若しくはＸｉユビキタス契約又はワイドスターⅢ契約の解除と同時に新たに５

Ｇ契約を締結した場合における当該暦月のブロードバンドユニバーサルサービス料の適用

については、継続して５Ｇ契約を締結していたものとみなして取り扱います。 

(2) ５Ｇhomeでんわ契約については、料金表別記の規定にかかわらず、ブロードバンドユニ

バーサルサービス料の支払いを要しません。 

（工事費の適用） 

41 工事費の適用については、第51条（工事費の支払義務）の規定によるほか、料金表別記に

規定するところによります。 

（国際アウトローミング利用料の適用） 

42  国際アウトローミング利用料の適用については、第73条（国際アウトローミングの利用等）

の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。 

（その他のサービスに関する料金の適用） 

43 料金明細内訳書の発行手数料及び用途別集計に係る手数料の適用については、第85条（料

金明細内訳書の発行等）の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。 

44 分割送付手数料の適用については、第86条（請求書の分割送付）の規定によるほか、料金

表別記に規定するところによります。 
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45 支払証明書等の発行手数料の適用については、第87条（支払証明書等の発行）及びこの料

金表通則の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。 

46 通則第11項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている５Ｇサービ

スについて、支払証明書の発行を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の

発行であると当社が認めるときは、料金表別記の規定にかかわらず、その支払証明書の発行

に係る手数料及び郵送料等の支払いを要しません。 

47 番号案内サービス料等の適用については、第92条（番号案内サービス料等の支払義務等）

及び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。 

(1) 番号案内サービスの利用は通話モードにより行うものとし、番号案内サービス接続通信

料は料金表別記に規定する額を適用します。 

(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、その５Ｇサービスの契約者回線から行

った番号案内サービスの利用に係る通信（当該料金月の末日までに終了した通信に限りま

す。）に関する番号案内サービス料等については、料金表別記の規定にかかわらず、支払い

を要しません。 

(3) 番号案内サービスを利用した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の番号案内サービス料等の支払いを要しません。この場合において、すでにその番号案内

サービス料等が支払われているときは、その番号案内サービス料等を返還します。 

ア 緊急通報用電話番号の問合わせに対し、番号案内をしたとき。 

イ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。 

(割引額又は割引予定額の開示) 

48 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求（以下この項にお

いて「一括請求」といいます。）している２以上の電気通信サービスにより構成される回線�群

（以下この項において「一括請求グループ」といいます。）に属する５Ｇ又はＸｉに係る契約

者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者に対

し、その者がｄカードお支払割（当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。）

の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定額を確認することを目的として、

その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる５Ｇ、５Ｇhomeでんわ、

Ｘｉ、Ｘｉユビキタス、ワイドスター通信サービス又はワイドスターⅢ通信サービスに係る

契約に関する事項を開示することがあります。 

 （当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱

い） 

49  当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金について

は、次のとおり取り扱います。 

(1) 過去１年間の実績を把握することができる場合 

 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日（初日が確定できない

ときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日）

の属する料金月の前12料金月の各料金月における１日平均の通信料が最低となる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

(2) (1)以外 

 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１日平均の通信料が最

低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

（注）(2)に規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 

ア 過去２か月以上の実績を把握することができる場合 

 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料

金月における１日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を

乗じて得た額 

イ 過去２か月間の実績を把握することができない場合 
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 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間

における１日平均の通信の料金又は故障等の回復後の７日間における１日平均の通信の

料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

（料金等の臨時減免） 

50  当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、

臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。 

（注）当社は、第50項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の５Ｇサービス取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 
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別記 

１ 削 除 

２ 手続きに関する料金 

(1) (2)及び(3)以外のもの 
 

料 金 種 別 単  位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ア 契約事務手数料 １契約ごとに 3,000円 (3,300円) 

イ カード発行手数料 １枚ごとに 2,000円 (2,200円) 

ウ ＳＩＭ情報再発行手数料 １の登録手続きごとに 2,000円 (2,200円) 

エ 名義変更手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円) 

オ 登録等手数料 １端末設備等ごとに 2,000円 (2,200円) 

カ 保管手数料 電話番号保管に係る

もの 

月額１契約ごとに 400円 ( 440円) 

 メールアドレス保管

に係るもの 

月額１契約ごとに 100円 ( 110円) 

キ その他の手数料 １の申込みごとに 別に算定する実費 

 
(2) 一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るもの 

 

料 金 種 別 単  位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ア カード発行手数料 １枚ごとに 2,000円 (2,200円) 

イ ＳＩＭ情報再発行手数料 １の登録手続きごとに 2,000円 (2,200円) 

ウ その他の手数料 １の申込みごとに 別に算定する実費 
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(3) ５Ｇhomeでんわに係るもの 
 

料 金 種 別 単  位 

料 金 額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ア 契約事務手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円) 

イ カード発行手数料 １枚ごとに 2,000円 (2,200円) 

ウ 名義変更手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円) 

エ 登録等手数料 １端末設備等ごとに 2,000円 (2,200円) 

オ 番号ポータビリティ手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円) 

カ 移転手数料 下記以外のもの １契約ごとに 1,000円 (1,100円) 

 番号ポータビリティ

の承諾を受けて締結

された５Ｇhomeでん

わ契約に係るもの 

１契約ごとに 3,000円 (3,300円) 

キ 契約解除手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円) 

ク その他の手数料 １の申込みごとに 別に算定する実費 
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３ 電話ユニバーサルサービス料 

(1) (2)以外のもの 
 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 １契約ごとに ２円 (2.2円) 

 
(2) ５Ｇhomeでんわに係るもの 

 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

電話ユニバーサルサービス料 １契約者識別番号ごと

に 

２円 (2.2円) 

 １加入電話番号ごとに ２円 (2.2円) 

 
（注）電話ユニバーサルサービス料は、電話ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご

負担いただく料金であり、電話ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったと

きは、料金額を見直します。 
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４ 電話リレーサービス料 

(1) (2)以外のもの 
 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

電話リレーサービス料 １契約ごとに １円 (1.1円) 

 
（注１）電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく

料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直し

ます。 

（注２）電話リレーサービス料の支払いを要する暦月は、１年毎に当社が別に定めるものとし、

当社のインターネットホームページに掲示するものとします。 

(2) ５Ｇhomeでんわに係るもの 
 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

電話リレーサービス料 １契約者識別番号ごと

に 

１円 (1.1円) 

 １加入電話番号ごとに １円 (1.1円) 
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５ ブロードバンドユニバーサルサービス料 
 

区      分 単  位 

料金額（月額） 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

ブロードバンドユニバーサルサービス料 １契約者回線ごとに ２円 (2.2円) 

 
（注１）ブロードバンドユニバーサルサービス料は、ブロードバンドサービスの提供を確保する

ためにご負担いただく料金であり、ブロードバンドユニバーサルサービス制度に係る負担金

の変更があったときは、料金額を見直します。 

（注２）ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払いを要する暦月は、１年毎に当社が別に

定めるものとし、当社のインターネットホームページに掲示するものとします。 
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６ 請求書等の発行等に関する料金 

(1) (2)以外のもの 

１契約について１通ごとに 
 

区      分 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

請求書等発行手数料 請求書の発行に係るもの 150円 ( 165円) 

 口座振替案内書又はクレジットカード利用

案内書の発行に係るもの 

100円 ( 110円) 

 
(2) 請求書取扱事務手数料に係るもの 

１の請求書による５Ｇサービスの料金その他の債務の支払いごとに 
 

区      分 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

請求書取扱事務手数料 200円 ( 220円) 
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７ 工事費 
 

区      分 工事費の額 

５Ｇサービスに関する工事費 別に算定する実費 
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８ その他のサービスに関する料金等 

(1) 料金明細内訳書の発行手数料 

１契約について１通ごとに 
 

区     分 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

料金明細内訳書の発行手数料 100円 ( 110円) 

 
(2) 支払証明書等の発行手数料 

１契約について１通ごとに 
 

区        分 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

発行手数料 支払証明書の発行に係るもの 400円 ( 440円) 

 預託金預り証明書の発行に係るもの 400円 ( 440円) 

 契約事項証明書の発行に係るもの 300円 ( 330円) 

 
（注１）料金明細内訳書又は契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料の

ほか、郵送料（実費）が必要な場合があります。 

（注２）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほ

か、印紙代（消費税相当額を含みます。）及び郵送料（実費）が必要な場合があります。 

(3) 分割送付手数料及び用途別集計に係る手数料 
 

区     分 単     位 

手数料の額 

次の税抜額（かっこ内

は税込額） 

分割送付手数料 １契約について１分割送付ごとに 150円 ( 165円) 

用途別集計に係る手数料 １契約について１集計ごとに 100円 ( 110円) 
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(4) 番号案内サービス料等 
 

区   分 単  位 

料  金  額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

番号案内サービス料 １電話番号ごとに 400円 ( 440円) 

番号案内サービス接続

通信料 

 その契約者回線から当社が別に定める協

定事業者が提供する電気通信サービスの

契約者回線への通信に係る料金額と同額 
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別表１ 営業区域 

１ ２以外のもの 
 

区  分 通信を行うことができる地域 

北海道

地区 

北海道 赤平市、旭川市、芦別市、網走市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭

市、江別市、小樽市、帯広市、北広島市、北見市、釧路市、札幌市、士

別市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、名寄市、根室市、

登別市、函館市、美唄市、深川市、富良野市、北斗市、三笠市、室蘭

市、紋別市、夕張市、留萌市、稚内市 

東北地

区 

青森県 青森市、黒石市、五所川原市、つがる市、十和田市、八戸市、平川市、

弘前市、三沢市、むつ市 

 秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、潟上市、鹿角市、北秋田市、仙北市、大仙

市、にかほ市、能代市、湯沢市、由利本荘市、横手市 

 岩手県 一関市、奥州市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、滝沢市、遠野

市、二戸市、八幡平市、花巻市、宮古市、盛岡市、陸前高田市 

 山形県 尾花沢市、上山市、酒田市、寒河江市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井

市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市 

 宮城県 石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩竈市、白石

市、仙台市、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市 

 福島県 会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬

市、田村市、伊達市、二本松市、福島市、南相馬市、本宮市 

関東甲

信越地

区 

東京都 東京23区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小

金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京

市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府

中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 

 神奈川県 厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相

模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦

市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市 

 千葉県 旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、市原市、印西市、浦安市、大網白

里市、柏市、勝浦市、香取市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、君津市、

佐倉市、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子

市、東金市、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船

橋市、松戸市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市 

 埼玉県 上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越

市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、

坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島

市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日

高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川
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市、和光市、蕨市 

 茨城県 石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみ

がうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩

市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行

方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田

市、水戸市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市 

 栃木県 足利市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、さくら市、佐野市、下

野市、栃木市、那須烏山市、那須塩原市、日光市、真岡市、矢板市 

 群馬県 安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡

市、沼田市、藤岡市、前橋市、みどり市 

 山梨県 上野原市、大月市、甲斐市、甲州市、甲府市、中央市、都留市、韮崎

市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、山梨市 

 長野県 安曇野市、飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、駒ヶ根

市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、千曲市、茅野市、東御

市、中野市、長野市、松本市 

 新潟県 阿賀野市、糸魚川市、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、佐

渡市、三条市、新発田市、上越市、胎内市、燕市、十日町市、長岡市、

新潟市、見附市、南魚沼市、妙高市、村上市 

東海地

区 

愛知県 愛西市、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、

岡崎市、尾張旭市、春日井市、刈谷市、蒲郡市、北名古屋市、清須市、

江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、田原市、知多市、知立市、

津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、長久手

市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、みよし市、弥富市 

 静岡県 熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、磐田市、御前崎市、掛川市、菊

川市、湖西市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、沼津市、

浜松市、袋井市、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三島市、焼津

市 

 岐阜県 恵那市、大垣市、海津市、各務原市、可児市、岐阜市、郡上市、下呂

市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、飛騨市、瑞

浪市、瑞穂市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市 

 三重県 伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、熊野市、桑名市、志摩

市、鈴鹿市、津市、鳥羽市、名張市、松阪市、四日市市 

北陸地

区 

富山県 射水市、魚津市、小矢部市、黒部市、高岡市、砺波市、富山市、滑川

市、南砺市、氷見市 

 石川県 加賀市、金沢市、かほく市、小松市、珠洲市、七尾市、野々市市、能美

市、羽咋市、白山市、輪島市 
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 福井県 あわら市、越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、鯖江市、敦賀

市、福井市 

関西地

区 

大阪府 池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市、

貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四條

畷市、吹田市、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、大東市、豊中市、富

田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、

松原市、箕面市、守口市、八尾市 

 兵庫県 相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、

小野市、加古川市、加西市、加東市、川西市、神戸市、三田市、宍粟

市、洲本市、高砂市、宝塚市、たつの市、丹波篠山市、丹波市、豊岡

市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市、南あわじ市、養父市 

 京都府 綾部市、宇治市、亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、京都市、城

陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市 

 滋賀県 近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近

江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市 

 奈良県 生駒市、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、五條市、御所市、桜井市、

天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市 

 和歌山県 有田市、岩出市、海南市、紀の川市、御坊市、新宮市、田辺市、橋本

市、和歌山市 

中国地

区 

広島県 安芸高田市、江田島市、大竹市、尾道市、呉市、庄原市、竹原市、廿日

市市、東広島市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市 

 岡山県 赤磐市、浅口市、井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社

市、高梁市、玉野市、津山市、新見市、備前市、真庭市、美作市 

 山口県 岩国市、宇部市、下松市、山陽小野田市、下関市、周南市、長門市、萩

市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市 

 島根県 出雲市、雲南市、大田市、江津市、浜田市、益田市、松江市、安来市 

 鳥取県 倉吉市、境港市、鳥取市、米子市 

四国地

区 

香川県 観音寺市、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、東かがわ市、丸亀

市、三豊市 

 愛媛県 今治市、伊予市、宇和島市、大洲市、西条市、四国中央市、西予市、東

温市、新居浜市、松山市、八幡浜市 

 高知県 安芸市、香美市、高知市、香南市、四万十市、宿毛市、須崎市、土佐

市、土佐清水市、南国市、室戸市 

 徳島県 阿南市、阿波市、小松島市、徳島市、鳴門市、美馬市、三好市、吉野川



５Ｇ － 83 

市 

九州地

区 

福岡県 朝倉市、飯塚市、糸島市、うきは市、大川市、大野城市、大牟田市、小

郡市、春日市、嘉麻市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府

市、筑後市、筑紫野市、那珂川市、中間市、直方市、福岡市、福津市、

豊前市、みやま市、宮若市、宗像市、柳川市、八女市、行橋市 

 佐賀県 伊万里市、嬉野市、小城市、鹿島市、唐津市、神埼市、佐賀市、多久

市、武雄市、鳥栖市 

 長崎県 壱岐市、諫早市、雲仙市、大村市、五島市、西海市、佐世保市、島原

市、対馬市、長崎市、平戸市、松浦市、南島原市 

 熊本県 阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池市、熊本

市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市 

 大分県 宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、国東市、佐伯市、竹田市、津久見

市、中津市、日田市、豊後大野市、豊後高田市、別府市、由布市 

 宮崎県 えびの市、串間市、小林市、西都市、日南市、延岡市、日向市、都城

市、宮崎市 

 鹿児島県 姶良市、阿久根市、奄美市、伊佐市、出水市、いちき串木野市、指宿

市、鹿児島市、鹿屋市、霧島市、薩摩川内市、志布志市、曽於市、垂水

市、西之表市、日置市、枕崎市、南九州市、南さつま市 

 沖縄県 石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名

護市、那覇市、南城市、宮古島市 

備考 

１ 上記都市以外の地域（当社が別に定めるわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じ

とします。）であっても通信を行うことができる地域については、これをその周辺の

当社が指定する営業区域に含めるものとします。 

２ 上記都市内であっても、市街地以外の地域では、通信を行うことができないことが

あります。 

３ 周波数帯が異なる電波を使用する営業区域があります。 

４ 通信を行うことができる地域のうち一部の地域については、特定の期間に限り通信

を行うことができます。 

５ 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により無線基地局設備の移設等を行うこ

とがあります。この場合、営業区域内であっても通信を行うことができなくなる場合

があります。 

６ データ通信モードによる通信において、地域によって通信の伝送速度の上限が異な

ります。この場合において、当社は、その地域ごとの通信の伝送速度の上限を当社の

インターネットホームページ等において掲示します。 

７ 電気通信回線の一部に通信衛星が利用されている場合は、太陽雑音又は降雨等によ

り一時的に通信を行うことができない場合があります。 
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２ ５Ｇhomeでんわに係るもの 
 

区  分 通信を行うことができる地域 

北海道

地区 

北海道 札幌市、赤平市、旭川市、芦別市、網走市、石狩市、岩見沢市、歌志内

市、江別市、恵庭市、小樽市、帯広市、北広島市、北見市、釧路市、砂

川市、滝川市、千歳市、苫小牧市、名寄市、根室市、登別市、函館市、

美唄市、深川市、富良野市、北斗市、室蘭市、紋別市、夕張市、留萌

市、稚内市 

東北地

区 

青森県 青森市、黒石市、五所川原市、つがる市、十和田市、八戸市、平川市、

弘前市、三沢市、むつ市 

 秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、潟上市、鹿角市、大仙市、にかほ市、能代

市、湯沢市、由利本荘市、横手市 

 岩手県 盛岡市、奥州市、大船渡市、釜石市、一関市、北上市、久慈市、滝沢

市、遠野市、二戸市、花巻市、宮古市、陸前高田市 

 山形県 山形市、尾花沢市、上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童

市、長井市、南陽市、東根市、村山市、米沢市 

 宮城県 仙台市、石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩竈

市、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市 

 福島県 福島市、会津若松市、いわき市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、

伊達市、田村市、二本松市、南相馬市、本宮市 

関東甲

信越地

区 

東京都 東京都23区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、

小金井市、国分寺市、狛江市、小平市、立川市、多摩市、調布市、西東

京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、

福生市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 

 神奈川県 横浜市、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川

崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢

市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市 

 千葉県 千葉市、旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、市原市、印西市、浦安

市、大網白里市、柏市、勝浦市、香取市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津

市、君津市、佐倉市、山武市、白井市、匝瑳市、袖ケ浦市、銚子市、東

金市、富里市、流山市、習志野市、成田市、館山市、野田市、富津市、

船橋市、松戸市、南房総市、茂原市、八千代市、八街市、四街道市 

 埼玉県 さいたま市、朝霞市、上尾市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川

口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、坂

戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、

戸田市、所沢市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高

市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川
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市､和光市、蕨市 

 茨城県 水戸市、潮来市、石岡市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋

市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常

総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、

那珂市、行方市、坂東市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、ひたちな

か市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市 

 栃木県 宇都宮市、足利市、大田原市、小山市、鹿沼市、さくら市、佐野市、下

野市、栃木市、那須塩原市、日光市、真岡市、矢板市 

 群馬県 前橋市、安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、舘林

市、富岡市、沼田市、藤岡市、みどり市 

 山梨県 甲府市、上野原市、大月市、甲斐市、甲州市、中央市、都留市、韮崎

市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、山梨市 

 長野県 長野市、安曇野市、飯田市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、駒ヶ根

市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、千曲市、茅野市、東御

市、中野市、松本市 

 新潟県 新潟市、阿賀野市、糸魚川市、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、五

泉市、佐渡市、三条市、新発田市、上越市、胎内市、燕市、十日町市、

長岡市、南魚沼市、村上市、妙高市 

東海地

区 

愛知県 名古屋市、愛西市、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉

市、大府 市、岡崎市、尾張旭市、蒲郡市、清須市、春日井市、刈谷

市、北名古屋市、小牧市、江南市、新城市、瀬戸市、高浜市、田原市、

知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、

豊橋市、長久手市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、みよし市、弥富

市 

 静岡県 静岡市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、磐田市、御前崎市、掛

川市、菊川市、湖西市、御殿場市、島田市、下田市、裾野市、沼津市、

浜松市、袋井市、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三島市、焼津

市 

 岐阜県 岐阜市、恵那市、大垣市、海津市、各務原市、可児市、郡上市、多治見

市、土岐市、関市、高山市、中津川市、羽島市、飛騨市、瑞浪市、瑞穂

市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市 

 三重県 津市、伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、

名張市、松阪市、四日市市 

北陸地

区 

富山県 富山市、射水市、魚津市、小矢部市、黒部市、高岡市、砺波市、滑川

市、南砺市、氷見市 
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 石川県 金沢市、加賀市、かほく市、小松市、珠洲市、七尾市、能美市、野々市

市、羽咋市、白山市、輪島市 

 福井県 福井市、あわら市、越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、鯖江

市、敦賀市 

関西地

区 

大阪府 大阪市、池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、 

貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、堺市、四條畷市、吹田

市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、岸和田市、豊中市、富

田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、

松原市、箕面市、守口市、八尾市 

 兵庫県 神戸市、相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、

伊丹市、小野市、加古川市、加西市、加東市、川西市、篠山市、三田

市、洲本市、高砂市、宝塚市、たつの市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫

路市、三木市、南あわじ市、養父市 

 京都府 京都市、綾部市、宇治市、亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、城

陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市 

 滋賀県 大津市、近江八幡市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近

江市、米原市、守山市、野洲市、栗東市 

 奈良県 奈良市、生駒市、宇陀市、葛城市、香芝市、橿原市、御所市、桜井市、

天理市、大和郡山市、大和高田市 

 和歌山県 和歌山市、岩出市、海南市、御坊市、紀の川市、新宮市、田辺市、橋本

市 

中国地

区 

広島県 広島市、江田島市、大竹市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、東広島

市、福山市、府中市、三原市、三次市 

岡山県 岡山市、赤磐市、浅口市、井原市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社

市、高梁市、玉野市、津山市、新見市、備前市、真庭市 

 山口県 山口市、岩国市、宇部市、下松市、山陽小野田市、下関市、周南市、長

門市、萩市、光市、防府市、柳井市 

 島根県 松江市、出雲市、雲南市、大田市、江津市、浜田市、益田市 

 鳥取県 鳥取市、倉吉市、境港市、米子市 

四国地

区 

香川県 高松市、観音寺市、坂出市、さぬき市、善通寺市、東かがわ市、丸亀

市、三豊市 

 愛媛県 松山市、今治市、伊予市、宇和島市、大洲市、西条市、四国中央市、東

温市、新居浜市 
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 高知県 高知市、安芸市、香美市、香南市、四万十市、須崎市、土佐市、土佐清

水市、南国市 

 徳島県 徳島市、阿南市、阿波市、小松島市、鳴門市、美馬市、吉野川市 

九州地

区 

福岡県 福岡市、朝倉市、飯塚市、大川市、大牟田市、大野城市、小郡市、春日

市、嘉麻市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後

市、筑紫野市、那珂川市、中間市、直方市、福津市、豊前市、みやま

市、宮若市、宗像市、柳川市、八女市、行橋市 

 佐賀県 佐賀市、伊万里市、嬉野市、小城市、鹿島市、神埼市、多久市、武雄

市、鳥栖市 

 長崎県 長崎市、壱岐市、諫早市、雲仙市、大村市、佐世保市、島原市、対馬

市、平戸市、松浦市、南島原市 

 熊本県 熊本市、阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池

市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市 

 大分県 大分市、宇佐市、臼杵市、杵築市、国東市、佐伯市、津久見市、中津

市、日田市、豊後大野市、豊後高田市、別府市、由布市 

 宮崎県 宮崎市、えびの市、串間市、小林市、西都市、日南市、延岡市、日向

市、都城市 

 鹿児島県 鹿児島市、姶良市、阿久根市、奄美市、出水市、いちき串木野市、鹿屋

市、霧島市、薩摩川内市、志布志市、曽於市、垂水市、西之表市、日置

市、枕崎市、南九州市、南さつま市 

 沖縄県 那覇市、石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見

城市、名護市、南城市、宮古島市 

 
（注）５Ｇhomeでんわに係る通信を行うことができる地域については、令和７年11月26日時点

のものであり、変更があったときは、インタ－ネット等を利用してそのことを掲示します。 
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別表２ 付加機能 

１ ２及び３以外のもの 
 

種        類 

自動着信転送機能（転送でんわサービス） 

留守番電話及び不在案内機能（留守番電話サービス） 

通信中着信機能（キャッチホン） 

迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサービス） 

着信短縮ダイヤル機能（クイックナンバー） 

spモード機能（ spモー

ド） 
基本機能 

 追加機能 アクセス制限機能（アクセス制限サービス） 

  ＵＲＬ制限機能（ビジネスアクセスマネージャー） 

moperaU機能 

（moperaUサービス） 

基本機能 

追加機能 アクセス制限機能（アクセス制限） 

 
 

ＩＰ網接続

機能 

タイプ２（Ｕ「Ｂフレッツ/フレッツ

光ネクスト」コース） 

  メール着信通知機能（メール着信通知） 

 
 

メールウイルスチェック機能（メールウイルスチ

ェック） 

ワンナンバー機能（ワン

ナンバーサービス） 

基本機能 

追加機能 マルチデバイスオプション 

my daiz（有料・spモード）/my daiz（有料・irumo）/ my daiz（有料・ドコモ mini） 

位置情報受信機能（イマドコサーチ） 

呼出音選択機能（メロディコール） 

通話録音機能（通話録音サービス） 

メッセージダウンロード機能（ドコモ留守電アプリ） 

ビジュアルボイスメール機能（ビジュアルボイスメール） 
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番号変換機能（５Ｇオフ

ィスリンク） 

基本機能 

追加機能 外線発信機能 

  発信制限機能（外線発信規制サービス） 

  海外転送機能（国際ローミング着信サービス） 

あんしんマネージャー

NEXTサービス 

タイプＡ（あんしんマネージャー

NEXTプラン） 

基本機能 

追加機能 閉域接続機能 

位置情報通知機能 

国際ローミング機能 

接続先限定機能 

番号認証機能（アクセスプレミアム（ドコモ認証オプション）） 

ビジネス端末レスキュー 

5G SA 

5G SA接続先限定機能 

ドコモメールオプション 

docomo Starlink Direct 

 
２ ５Ｇ契約に係る区分のうち、コースＢに係るもの 
 

種        類 

迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサービス） 

my daiz（有料・ahamo） 

位置情報通知機能 

国際ローミング機能 

ワンナンバー機能（ワン

ナンバーサービス） 

基本機能 

追加機能 マルチデバイスオプション 

5G SA 

5G SA接続先限定機能 
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位置情報受信機能（イマドコサーチ） 

留守番電話及び不在案内機能（留守番電話サービス） 

通信中着信機能（キャッチホン） 

メッセージダウンロード機能（ドコモ留守電アプリ） 

ビジュアルボイスメール機能（ビジュアルボイスメール） 

docomo Starlink Direct 

 
３ ５Ｇhomeでんわに係るもの 
 

種        類 

迷惑電話おことわり機能 

着信短縮ダイヤル機能（クイックナンバー） 

通信中着信可能機能 

着信転送機能（転送でんわ） 

発信者番号表示機能 

番号通知お願いサービス（ナンバー・リクエスト） 

迷惑電話ストップ機能（迷惑電話ストップサービス） 

位置情報通知機能 

docomo Starlink Direct 
 
 
（注）付加機能の料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 
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別表３ ５Ｇサービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合す

べき技術基準及び技術的条件 
 

区     別 技術基準及び技術的条件 

５Ｇサービスの契約者回線に接続さ

れる場合 

端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）データ

伝送用設備端末等の接続の技術的条件 

 

別表４ 新聞社等の基準 
 

区   分 基             準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条に定める基幹放送事業者、基幹

放送局提供事業者又は一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて放

送を行う者にあっては、ラジオ放送（ラジオ放送の多重放送を受信

し、これを再放送することを含みます。）のみを行う者を除き、自主放

送を行う者に限ります。） 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とす

る通信社 
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別表５ 通信の優先的取扱いに係る機関名 
 

機      関      名 

 
気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関 

防衛に直接関係がある機関 

海上の保安に直接関係がある機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別表４に定める基準に該当する新聞社等の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 
  

 

別表６ 他社相互接続通信に係る協定事業者 
 

協定事業者 内        容 

１ 固定電気通信事業者 ２から４以外の電気通信事業者 

２ 携帯電話事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号）に規定する電

気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 

３ 国際電気通信事業者等 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 

 
（注）当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定する５Ｇサービス取扱所に

おいて閲覧に供します。 
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別表７ 相互接続通信の料金の取扱い 

１ 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの 

(1) (2)以外のもの 
 

接続形態 料金の取扱い等 

   
１ 発信側の電気通信設備 

：当社の契約者回線 

 

着信側の電気通信設備 

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備 

料金設定事業者 

：当社 

料金を請求する事業者 

：当社 

料金の支払いを要する者 

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者 

料金に関するその他の取扱い 

：この約款に定めるところによります。 
   
   
２ 発信側の電気通信設備 

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備 

 

着信側の電気通信設備 

：当社の契約者回線 

料金設定事業者 

：携帯電話事業者 

料金を請求する事業者 

：携帯電話事業者 

料金の支払いを要する者 

：携帯電話事業者の契約約款に規定する者 

料金に関するその他の取扱い 

：その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによりま

す。 
   
   
３ 発信側の電気通信設備 

：当社の契約者回線 

 

着信側の電気通信設備 

：固定電気通信事業者

に係る電気通信設備 

料金設定事業者 

：当社 

料金を請求する事業者 

：当社 

料金の支払いを要する者 

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者 

料金に関するその他の取扱い 

：この約款に定めるところによります。 
   
   
４ 発信側の電気通信設備 

：固定電気通信事業者

に係る電気通信設備 

 

着信側の電気通信設備 

：当社の契約者回線等 

料金設定事業者 

：当社又は固定電気通信事業者 

料金を請求する事業者 

：固定電気通信事業者 

料金の支払いを要する者 

：その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者 

料金に関するその他の取扱い 

：その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところにより

ます。 
   

 
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信（当社が提供する国際電話サービスに係るものを除

きます。） 

 その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款

において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その

協定事業者の契約約款に定めるところによります。 
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２ １以外のもの 

(1) (2)以外のもの 

ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めるこ

ととします。 

イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要し

ます。 

ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者

回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。 

 ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた

場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要

することとなります。 

(2) データ通信モードによる相互接続通信 

 契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。 
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   附 則（令和２年３月23日経企第3209号） 

 この約款は、令和２年３月25日から実施します。 

   附 則（令和２年３月26日経企第3254号） 

 この改正規定は、令和２年３月30日から実施します。 

 ただし、改正規定中、第２条（約款の変更）に関する部分については、令和２年４月１日か

ら実施します。 

   附 則（令和２年７月10日経企第931号） 

 （実施期日） 

１ この附則は、令和２年７月10日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他の

債務については、なお従前のとおりとします。 

 （特例５Ｇの提供に関する経過措置） 

３ ５Ｇ契約の申込みを請求する者（令和２年７月豪雨にかかる災害救助法（昭和22年法律第

118号）が適用されたことを当社が確認した地域を住所若しくは居所又は請求書等の送付先と

する者に限ります｡)であって、次の(1)及び(2)の条件を満たすとき及び当社がその契約申込

みの内容を確認するための書類（以下この附則において「確認書類」といいます｡)の提示が

困難と当社が認めたときは、その契約の申込みをする者は、この附則実施の日から令和２年

12月31日までの間に限り、第８条（一般契約申込の方法）及び第23条（その他の提供条件）

の規定にかかわらず、その契約の申込みにおいて確認書類の提示を要しません。 

(1) その申込みをする者が個人であるとき。 

(2) 料金等の支払方法を口座振替又はクレジット払いとするとき。 

４ 前項の規定により契約を締結した５Ｇ（以下この附則において「特例５Ｇ」といいます。）

の提供条件は、次のとおりとします。 

(1) 第15条（一般契約に係る名義変更）及び第23条（その他の提供条件）に規定する名義変

更を請求することはできません。 

(2) 特例５Ｇに係る料金等が当社が提供する他の電気通信サービスに係る料金等と一括して

請求されるときは、その特例５Ｇをその一括請求先とすることはできません。 

(3) 特例５Ｇに係る契約（以下この附則において「特例５Ｇ契約」といいます｡)の解除と同

時に新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約またはＸｉユビキタス契約の申込み

をすることはできません。 

(4) 第81条（料金明細内訳書の発行等）に規定する料金明細内訳書の発行及び通話料金明細

内訳の閲覧並びに用途別集計の利用に係る請求並びにd払い（iD)利用規約に規定するd払い

(iD)に係る請求を行うことはできません。 

(5) 第85条（ケータイ払い）に規定するケータイ払いを利用することはできません。 

(6) (1)から(5)以外の提供条件は、特例５Ｇについては改正後の規定における５Ｇの場合に

準ずるものとします。 

５ 特例５Ｇ契約を締結している者（以下この附則において「特例５Ｇ契約者」といいます｡)

は、確認書類の提示が可能となったときは、直ちにその書類を所属５Ｇサービス取扱所へ提

示していただきます。この場合において、その特例５Ｇ契約は、当社が確認書類の提示を確

認した日において、改正後の規定により当社と締結した５Ｇ契約へ移行したものとみなしま

す。 

６ 当社は、令和３年１月31日までの間において、特例５Ｇ契約者から確認書類の提示がなかっ

たときは、その５Ｇサービスの利用を停止することがあります。 

７ 当社は、前項の規定により５Ｇサービスの利用を停止された特例５Ｇ契約者が、令和３年２

月14日までの間において、なおその事実を解消しないときは、その特例５Ｇ契約を解除する

ことがあります。 

   附 則（令和２年11月24日経企第2009号） 

 この改正規定は、令和２年12月１日から実施します。 



５Ｇ － 96 

   附 則（令和２年11月27日経企第2055号） 

 この改正規定は、令和２年12月１日から実施します。 

   附 則（令和２年12月15日経企第2224号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年２月17日経企第2709号） 

 この改正規定は、令和３年２月24日から実施します。 

   附 則（令和３年３月19日経企第3049号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年３月26日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている一般契約は、この改正規

定実施の日において、改正後の規定により締結しているコースＡに係る一般契約に移行した

ものとみなします。 

   附 則（令和３年３月23日経企第3075号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料の適用に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、第16条（一般契約者が行う一般契約の解除）又は第23条（そ

の他の提供条件）の規定に基づき携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティの手続きに必要とな

る番号の発行を受けている５Ｇ契約者が、この改正規定実施の日以降に携帯電話・ＰＨＳ番

号ポータビリティを行った場合の携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料の適用その他

の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年６月21日経企第767号） 

 （実施期日） 

１ この附則は、令和３年６月25日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。 

 （一部手続きの受付停止） 

３ この附則実施の日から令和３年６月30日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は５

Ｇ契約者（令和３年６月24日の当社が定める時刻において、ドコモビジネスプレミアクラブ

会員規約に定める会員であって、ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約に規定する一括請

求の代表回線の契約者に限ります。）からの名義変更、契約の解除（５Ｇ契約の解除と同時に

新たにＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約を締結する場合を除きます。）及び携帯電話・ＰＨＳ

番号ポータビリティの手続きに必要となる番号の発行の請求を承諾することができません。 

   附 則（令和３年６月24日経企第799号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年７月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 
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   附 則（令和３年７月６日経企第948号） 

 この改正規定は、令和３年７月８日から実施します。 

   附 則（令和３年８月24日経企第1362号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年８月27日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年８月30日経企第1398号） 

 この改正規定は、令和３年９月１日から実施します。 

   附 則（令和３年９月21日経企第1594号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年10月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年９月24日経企第1621号） 

 この改正規定は、令和３年10月１日から実施します。 

   附 則（令和３年11月11日経企第2086号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年11月17日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年11月29日経企第2213号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年12月１日から実施します。 

 （料金の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （位置情報受信機能に係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているタイプ１に係る位置

情報受信機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供している

位置情報受信機能に移行したものとみなします。 

   附 則（令和３年12月13日経企第2408号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年12月16日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和３年12月20日経企第2461号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年１月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和４年２月１日経企第2792号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年２月９日から実施します。 
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 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和４年２月14日経企第2903号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年２月18日から実施します。 

 （料金の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （定期契約に係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている定期契約（５Ｇ契約であ

って、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたものをいいます。以下この附則にお

いて同じとします。）の５Ｇ（改正前の規定により契約の申込みの承諾を受けているものを含

みます。）の提供条件は次のとおりとします。 

(1) 定期契約の満了 

ア 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦

月の翌暦月の初日（契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日と

します。以下この附則において「起算日」といいます。）から起算して２年が経過するこ

ととなる日をもって満了となります。 

イ 削 除 

ウ アの規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するもの

をいいます。）の解除と同時に新たに５Ｇに係る定期契約を締結したとき（当社が別に定

めるときを除きます。）は、契約の解除があったそのＸｉに係る定期契約に係る起算日か

ら起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

エ アからウの規定にかかわらず、定期契約の５Ｇについて、(3)に規定する電話番号保管

があったときは、その電話番号保管があった日の属する暦月の翌暦月の初日（電話番号

保管があった日が暦月の初日となる場合はその日とします。）を起算日として、その起算

日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

オ 定期契約の５Ｇについて、電話番号保管を取りやめる請求があったときは、その請求

があった日の属する暦月の翌暦月の初日（請求があった日が暦月の初日となる場合はそ

の日とします。）を起算日として、その起算日から起算して２年が経過することとなる日

をもって満了となります。 

カ アからオの規定によるほか、その定期契約が次号の規定により更新されたものである

ときは、その更新日から起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

(2) 定期契約の満了に伴う契約の更新等 

ア 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約を締結するときは、その定期

契約を締結した日から定期契約の満了日を含む暦月の前々暦月の末日までの間において、

当社に申し出ていただきます。 

イ 当社は、アに規定する申出がなかったときは、その契約の満了日の翌日に定期契約を

更新します。 

ウ 当社は、イの規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約を更新しないことがあ

ります。 

(ア) 定期契約者が５Ｇサービスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若

しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、

又は怠るおそれがあるとき。 

(イ) 第70条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(ウ) 定期契約者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設

備等を貸与するおそれがあるとき。 

(エ) 定期契約者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設
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備等を貸与したと当社が認めたとき。 

(オ) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

(3) 定期契約に係る電話番号保管 

ア 当社は、定期契約者（当社が別に定める者を除きます。）から請求があったときは、当

社が別に定める基本使用料の料金種別に係る５Ｇの電話番号保管を行います。 

イ 電話番号保管期間が６年を経過したときは、電話番号保管期間が６年を経過した日に

おいてその定期契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号

保管期間が６年を経過する前にあらかじめそのことを定期契約者に通知します。 

ウ イに規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦

月の初日から起算します。 

エ 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の

提供条件は、当社が別に定めるところによります。 

オ 定期契約者は、電話番号保管期間は、電話番号保管を取りやめる請求又は５Ｇ契約の

解除に限り行うことができます。 

(4) 定期契約に係る名義変更 

ア 定期契約者は、定期契約に係る名義変更を請求することができます。 

イ 定期契約者は、アの規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所

定の書面により所属５Ｇサービス取扱所に請求していただきます。 

ウ イの場合において、名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者は、当社

が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。 

 ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。 

エ 当社は、イに規定する請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。 

(ア)  その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。）以

外であるとき。 

(イ) 定期契約に係る名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者が、５Ｇ

サービスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他

の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあると

き。 

(ウ) 定期契約に係る名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者が、第54

条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。 

(エ) 定期契約に係る名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者が、第70

条（利用に係る５Ｇ契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(オ) 定期契約に係る名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者と当社と

の間で締結している５Ｇサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の

数が、当社が定める数を超えることとなるとき。 

(カ) ウの規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通

知する場合において、名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者の同意

がないとき。 

(キ) 名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防

止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがある場合又は第

79条（契約者確認）に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合

であって、その名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者と当社との間

で締結している５Ｇサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、

当社が定める数を超えることとなるとき。 

(ク) 定期契約に係る名義変更により新たにその定期契約者になろうとする者が、携帯

電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が

認めたとき。 

(ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

オ 定期契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にその定期契約者となる者は、
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名義変更前の定期契約者が有していた一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除き

ます。）及び義務（第52条（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定により協定事業者

が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。）

を承継します。 

カ アからオの規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続等」と

いいます。）に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。 

(ア) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割

により営業を承継する法人（以下この附則において「相続人等」といいます。）は、当

社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属５Ｇサービス取扱所

に請求していただきます。 

(イ) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。 

(ウ) (ア)及び(イ)の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様と

します。 

(エ) (ウ)の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の１人を

定期契約者として取り扱います。 

(5) (1)から(4)以外の提供条件については、改正後の規定における一般契約（コースＢに係

るものを除きます。）の５Ｇの場合に準じて取扱います。 

   附 則（令和４年３月16日経企第3211号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年３月24日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和４年３月25日経企第3310号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年３月29日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和４年３月25日経企第3309号） 

 この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

   附 則（令和４年５月11日経企第314号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年５月13日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和４年５月19日経企第400号） 

 この改正規定は、令和４年６月１日から実施します。 

   附 則（令和４年６月24日経企第769号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。 

 ただし、この改正規定中、ワンナンバー機能に関する部分については、令和４年６月29日

から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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   附 則（令和４年７月５日経企第927号） 

 この改正規定は、令和４年７月８日から実施します。 

   附 則（令和４年８月21日経企第1441号） 

 この改正規定は、令和４年８月24日から実施します。 

   附 則（令和４年８月22日経企第1456号） 

 この改正規定は、令和４年８月24日から実施します。 

   附 則（令和４年８月24日経企第1488号） 

 この改正規定は、令和４年９月１日から実施します。 

   附 則（令和４年９月27日経企第1858号） 

 この改正規定は、令和４年９月29日から実施します。 

   附 則（令和４年９月21日経企第1807号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和４年10月１日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （電話番号保管期間に係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が行っている５Ｇ契約に係る電話番

号保管に関する電話番号保管期間が３年を経過したときは、電話番号保管期間が３年を経過

した日においてその５Ｇ契約は解除されたものとします。 

 （その他） 

４ 経企第2903号（令和４年２月14日）の附則第３項第３号のイを次のように改めます 

イ 電話番号保管期間が６年を経過したときは、電話番号保管期間が６年を経過した日にお

いてその定期契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管

期間が６年を経過する前にあらかじめそのことを定期契約者に通知します。 

   附 則（令和４年11月10日経企2415号） 

 この改正規定は、令和４年11月16日から実施します。 

   附 則（令和４年11月18日経企第2516号） 

 この改正規定は、令和４年12月１日から実施します。 

   附 則（令和５年１月20日経企第3368号） 

 この改正規定は、令和５年２月１日から実施します。 

   附 則（令和５年３月２日経企第3936号） 

 この改正規定は、令和５年３月８日から実施します。 

   附 則（令和５年３月16日経企第4175号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和５年３月31日経企第4494号） 

 この改正規定は、令和５年４月12日から実施します。 

   附 則（令和５年４月10日経企第103号） 

 この改正規定は、令和５年５月１日から実施します。 

   附 則（令和５年5月18日経企第574号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年５月24日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 
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   附 則（令和５年５月15日経企第520号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年５月31日の当社が定める時刻から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和５年５月19日経企第577号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和５年６月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和５年６月28日経企第1185号） 

 （実施期日） 

１ この附則は、令和５年７月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している次の表の左欄の付加

機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供している同表の右

欄の付加機能に移行したものとみなします。 
 

情報自動受信機能（my daiz/ｉコンシェル） 

my daiz（ahamo） 

my daiz（有料・spモード） 

my daiz（有料・ahamo） 

 
   附 則（令和５年10月３日経企第2346号） 

 この改正規定は、令和５年10月11日から実施します。 

   附 則（令和５年10月23日経企第2581号） 

 この改正規定は、令和５年11月１日から実施します。 

   附 則（令和５年12月19日経企第3308号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年１月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和６年１月12日経企第3565号） 

 （実施期日） 

１ この附則は、令和６年１月12日から実施します。 

 （料金の支払いに関する経過措置） 

２ この附則実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （特例５Ｇ等の提供に関する経過措置） 

３ ５Ｇ契約又は５Ｇhomeでんわ契約の申込みを請求する者（令和６年能登半島地震にかかる

災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用されたことを当社が確認した地域を住所若しくは

居所又は請求書等の送付先とする者に限ります。）であって、次の(1)及び(2)の条件を満たす

とき及びその契約申込みの内容を確認するための書類（以下この附則において「確認書類」

といいます。）の提示が困難と当社が認めたときは、その契約の申込みをする者は、この附則

実施の日から令和６年６月30日までの間に限り、第８条（一般契約申込の方法）及び第23条

の３（５Ｇhomeでんわ契約申込の方法）の規定にかかわらず、その契約の申込みにおいて確

認書類の提示を要しません。 

(1) その申込みをする者が個人であるとき。 
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(2) 料金等の支払方法を口座振替又はクレジット払いとするとき。 

４ 前項の規定により契約を締結した５Ｇ（以下この附則において「特例５Ｇ」といいます。）

又は５Ｇhomeでんわ（以下この附則において「特例５Ｇhomeでんわ」といいます。）の提供条

件は、次のとおりとします。 

(1) 第15条（一般契約に係る名義変更）及び第23条の11（その他の提供条件）に規定する名

義変更を請求することはできません。 

(2) 特例５Ｇ又は特例５Ｇhomeでんわ（以下この附則において「特例５Ｇ等」といいます。）

に係る料金等が当社が提供する他の電気通信サービスに係る料金等と一括して請求される

ときは、その特例５Ｇ等をその一括請求先とすることはできません。 

(3) 特例５Ｇに係る契約（以下この附則において「特例５Ｇ契約」といいます。）の解除と同

時に新たにＸｉサービス契約約款に規定するＸｉ契約又はＸｉユビキタス契約の申込みを

することはできません。 

(4) 第81条（料金明細内訳書の発行等）に規定する料金明細内訳書の発行及び通話料金明細

内訳の閲覧並びに用途別集計の利用に係る請求を行うことはできません。 

(5) (1)から(4)以外の提供条件は、特例５Ｇについては改正後の規定における５Ｇの場合に、

特例５Ｇhomeでんわについては改正後の規定における５Ｇhomeでんわの場合に、それぞれ

準ずるものとします。 

５ 特例５Ｇ契約又は特例５Ｇhomeでんわに係る契約（以下この附則において「特例５Ｇ等契

約」といいます。）を締結している者（以下この附則において「特例５Ｇ等契約者」といいま

す。）は、確認書類の提示が可能となったときは、直ちにその書類を所属５Ｇサービス取扱所

へ提示していただきます。この場合において、その特例５Ｇ等契約は、当社が確認書類の提

示を確認した日において、特例５Ｇ契約は改正後の規定により当社と締結した５Ｇ契約へ、

特例５Ｇhomeでんわに係る契約は改正後の規定により当社と締結した５Ｇhomeでんわ契約へ、

それぞれ移行したものとみなします。 

６ 当社は、令和６年７月31日での間において、特例５Ｇ等契約者から確認書類の提示がなか

ったときは、その５Ｇサービスの利用を停止することがあります。 

７ 当社は、前項の規定により５Ｇサービスの利用を停止された特例５Ｇ契約者が、令和６年

８月18日までの間において、なおその事実を解消しないときは、その特例５Ｇ等契約を解除

することがあります。 

   附 則（令和６年３月18日経企第4469号） 

 この改正規定は、令和６年４月１日から実施します。 

 ただし、この改正規定中、みえる電話に関する部分は令和６年３月29日の当社が定める時刻

から実施します。 

   附 則（令和６年３月25日経企第4573号） 

 この改正規定は、令和６年４月１日から実施します。 

   附 則（令和６年５月１日経企第442号） 

 この改正規定は、令和６年５月15日から実施します。 

   附 則（令和６年６月20日経企第1128号） 

 この改正規定は、令和６年７月１日から実施します。 

   附 則（令和６年７月29日経企第1810号） 

 この改正規定は、令和６年８月１日から実施します。 

   附 則（令和６年10月17日経企第3328号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年10月28日から実施します。 

 （料金の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （あんしんマネージャーNEXTサービスに係る経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているタイプＢに係るあん
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しんマネージャーNEXTサービスは、この改正規定実施の日において、当社が定めるあんしん

マネージャーNEXTサービス利用規約に規定するタイプＢに移行したものとみなします。 

   附 則（令和６年11月14日経企第3838号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和６年12月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和７年１月10日経企第4719号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年１月14日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和７年２月20日経企第5417号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年３月１日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （契約解除料の適用） 

３ 契約解除料に関する規定は、この改正規定実施後に当社と締結した５Ｇ契約等（この改正

規定実施前に当社と締結していた電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結し

た５Ｇ契約等を除きます。）において適用します。 

   附 則（令和７年５月20日経企000600000476-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年６月５日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （irumoインターネット接続サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているirumoインターネット接続

サービスの料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

   附 則（令和７年６月19日経企000600000817-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （契約解除料の適用に係る経過措置） 

３ 令和７年３月１日から令和７年６月30日の間に当社と締結した５Ｇ契約等（当社と締結し

ていた電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結した５Ｇ契約等を除きます。）

に係る契約解除料の適用については、料金表通則にかかわらず、次のとおりとします。 

(1) 当社が５Ｇ契約等に基づき契約者回線の提供を開始した日から起算して365日が経過す

るまでの間に、その５Ｇ契約等の解除があった場合（当社が別に定める場合を除きます。）

であって、次のいずれかに該当するときは、契約解除料を適用します。 

① その５Ｇ等が利用されていないと当社が判断したとき。 

② その５Ｇ契約等の契約解除日から起算して過去365日までの間に、５Ｇ契約者等と当社

との間で締結していた他の電気通信サービスに係る契約において、その電気通信サービ
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スに係る契約に基づき契約者回線の提供を開始した日から起算して 365日が経過するま

での間に、その電気通信サービスに係る契約の解除があったとき（当社が別に定めると

きを除きます。）。 

(2) 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約解除料の支払いを要し

ません。 

① 事業法施行規則に定める「初期契約解除」又は「確認措置」に基づきその５Ｇ契約等

が解除されるとき。 

② その５Ｇ等が、身体障がい者等割引の適用を受けているとき。 

③ その他当社が定める事由に該当すると当社が判断したとき。 

   附 則（令和７年７月22日経企000600001235-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年８月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和７年８月７日経企000600001432-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年８月21日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和７年９月11日経企第000600001778-01号） 

 この改正規定は令和７年９月17日から実施します。 

   附 則（令和７年９月24日経企000600001917-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年10月１日から実施します。 

 （料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （情報提供サービスに関する経過措置） 

３ 削 除 

   附 則（令和７年11月18日経企第000600002567-01号） 

 この改正規定は、令和７年11月26日から実施します。 

 ただし、この改正規定中、５Ｇサービス取扱所に関する部分については、令和７年11月27日

から実施します。 

   附 則（令和７年12月19日経企000600002901-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年１月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和８年２月10日経企000600003430-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年２月25日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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   附 則（令和８年２月９日経企000600003423-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

   附 則（令和８年３月12日経企000600003817-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった５Ｇサービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

３ 経企第2903号（令和４年２月14日）の附則第３項第１号を次のように改めます。 

(1) イを次のように改めます。 

イ 削 除 

(2) ウを次のように改めます。 

ウ アの規定にかかわらず、Ｘｉに係る定期契約（Ｘｉサービス契約約款に規定するもの

をいいます。）の解除と同時に新たに５Ｇに係る定期契約を締結したとき（当社が別に定

めるときを除きます。）は、契約の解除があったそのＸｉに係る定期契約に係る起算日か

ら起算して２年が経過することとなる日をもって満了となります。 

４ 経企000600001917-01号（令和７年９月24日）の附則第３項を次のように改めます。 

３ 削 除 

   附 則（令和８年４月21日経企000600004547-01号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和８年４月27日から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった５Ｇ

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 （docomo Starlink Directの提供に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に５Ｇ又は５Ｇhomeでんわの提供を受けているときは、この改正

規定実施の日において、別表２（付加機能）に規定するdocomo Starlink Directの請求があ

ったものとみなして取り扱います。 
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